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第１部 

社会福祉士業務の再構成と雇用状況 
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社会福祉士の雇用問題 

 

１ ．社会福祉士業務の再構成 

 

１ ）法改正の動向 

平成１９年３月、社会福祉士及び介護福祉士法改正案が閣議決定され、参議院先議で国会
に上程された。これで昨１８年に始まる社会福祉士及び介護福祉士法改正問題は大きな山を
越えたことになる。社会福祉士及び介護福祉士法改正がどのようなかたちで実現するかは最
終的には改正法の成立・公布をまたなければならないが、閣議決定された法案に著しい修正
が加えられるようなことはないであろう。 
修正案全体についての評価は別の機会に譲として、今回の社会福祉士の就労状況と職場の

社会福祉士にたいする期待や考え方を調査し、職域拡大の手だてを講ずる契機にしたいとい
うわれわれの意図にかかわりをもつ範囲において、修正案の内容に言及することは意味のあ
ることであろう。 
 

２ ）定義規定の改正 

われわれの課題にかかわりをもつ改正は大きくは２点ある。第１点は法第２条の社会福祉
士の職務に関する定義規定が改正されたことである。 
第２条の現行規定は、「社会福祉士とは、・・・（略）・・・、専門的知識・技術をもっ

て、身体もしくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障
がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと（第７条において
「相談援助」という）を業とする者をいう」であるが、これが「・・・専門的知識・技術を
もって、福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他
の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うこと
（「相談援助」）を業とする者をいう」に改められた。 
 

３ ）義務等規定の追加 

第２点は、社会福祉士の義務等について規定第４章に誠実義務に関する条項と資質向上の
義務に関する条項が追加され、連携に関する条項が改正されたことである。 
追加条項を先に紹介しておけば、誠実義務については「その担当する者が個人の尊厳を保持
し、その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活を営むことができるように、常にその
者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない」と規定され、資質向上の責務
については「社会福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談
援助に関する知識及び技能の向上に努めなければならない」と規定された。 
連携に関する条項については、現行の「医師その他の医療関係者との連携を保たなければ

ならない」が「その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービス及び
その他のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、
福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療を提供する者その他の関係者との連携
を保たなければならない」に改められている。 
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４ ）「誠実義務」条項と 「資質向上の責務」条項追加の意義 

これらの改正点のうち、「誠実義務」条項や「資質向上の責務」条項の新たな追加は、社
会福祉士の専門職としての資質を向上させ、一層広く社会に受け入れられるように、社会福
祉士自身にも自己研鑽、自己研修の努力を求めた措置と解され、社会福祉士の職域を拡大し、
雇用の増進を図るという立場からいえば十分評価するに値する改正であるといってよいであ
ろう。また、「誠実義務」条項のなかに「その有する能力及び適性に応じ」という文言が挿
入され、後段の「自立した日常生活」にある種の限定を与えることになっていることは、社
会福祉基礎構造改革以来、これからの社会福祉の理念として掲げられてきた「自立生活の支
援」、なかでも「自立」概念の解釈のありようとの関係において興味深い改正となっている。 
 

５ ）「連携及び調整」業務の追加 

しかし、本調査との関係でもっとも重要な意味をもつ改正は、社会福祉士の定義に関わる
現行規定にいう「相談に応じ、助言、指導その他の援助」のその他の援助の直前に「福祉サ
ービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連
絡及び調整」という文言が挿入されていることであろう。また、それと照応するように、こ
れまで「医師その他の医療関係者との連携」を求めてきた連携条項が、「その担当する者に、
福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービス及びその他のサービスが総合的かつ適切
に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービスを提供する者又は医
師その他の保健医療を提供する者その他の関係者との連携を保たなければならない」と全面
的に書き改められていることである。 
改正点は以下の３つである。第１に新たに援助の例示として「連絡及び調整」が追加され

たこと、第２にその「連絡及び調整」の相手方として「福祉サービスを提供する者又は医師
その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者」が明示されたこと、なかでも従来
の「医師その他の医療関係者」に「福祉サービスを提供する者」、「その他の関係者」が追
加されていること、第３に連携条項の改正というかたちをとりつつ、社会福祉士にたいして
「福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービス及びその他のサービスが総合的かつ適
切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行う」ことを求めていること、なかでも関
連するサービスを「総合的かつ適切に提供」するため「地域に即した創意と工夫」を求め、
社会福祉士に期待される新たな役割を明確化していること、である。 
 

６ ）「援助」業務の拡張 

第１の点に関しては、法第７条に「相談援助」という総括の仕方がなされていることから
も明らかなように、社会福祉士の業務は「相談」と「援助」であって、「助言」、「指導」
は「援助」の例示とされてきた。したがって、旧規定における「援助」は「助言」、「指
導」、「その他の援助」から構成されていたということになる。そこに、今回の改正で新た
に「連絡及び調整」が追加されたわけである。この「連絡及び調整」も「連絡」と「調整」
なのか「連絡調整」なのか必ずしも明らかではないが、法令や行政における用語法からいえ
ば、前者の「連絡」と「調整」であろう。他方、そうであったとして、「連絡及び調整」と
連携条項にいう「連携」との関連も明らかではない。「連携」は「連絡及び調整」の上位概
念なのか、それとも並列の位置関係にある概念なのか、明らかではない。しかしながら、い
ずれにしても今回の改正で社会福祉士の業務の内容が拡大され、多少とも明確化されたこと
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は確かである。すなわち、社会福祉士の業務にいう「援助」は、１）助言、２）指導、３）
連絡、４）調整、５）その他の援助、という５つの要素から構成されることになったと解さ
れるのである。 
 

７ ）連絡調整の相手方 

第２の点で重要なのは、まず連絡調整の相手方として「福祉サービスを提供する者」が追
加されていることである。「福祉サービスを提供する者」との連絡や調整は介護領域におけ
るケアマネジメントに携わる社会福祉士のことを想定すれば、当然といえば当然のこととい
えるが、介護保険法に先行して制定されていた社会福祉士及び介護福祉士法の規定をこんに
ちにおける社会福祉士の活動の実態を反映させるように改正したものと解しておきたい。さ
らに、ここでは「その他の関係者」が追加されていることが重要であると考えられるが、特
段の例示はなされていない。しかし、連携規定改正案における「福祉サービス及びこれに関
連する保健医療サービス及びその他のサービス」という表現に照らして、ここでは「その他
の関係者」を、通常、人権擁護、消費者保護、教育、雇用、司法、更生保護、住宅、まちづ
くりなど、社会福祉や保健医療とともに、社会サービス（イギリスでいえば、ソーシャルポ
リシーないしソシャルーサービス）の提供に関わる専門家や事業者を意味するものと解して
おきたい。 
 

８ ）地域のなかでの総合化 

このことは第３の点とも関わっている。障害の種別やニーズの種別にもとづいて設定され
ている居住型施設で生活する場合を含め、社会福祉の利用者の生活は多様な領域に分節され
るとともに、その分節が相互に密接に絡み合いながら全体として一定の統合性をもちつつ営
まれている。家族の一員としてであれ、単身であれ、地域のなかに居住している利用者の生
活は、住居や地域などのもつ多様な環境条件に規定され、さらに多様性と個別性を備えてい
る。そうした利用者の自立生活を支援するには、社会福祉や保健医療にとどまらず、人権擁
護、消費者保護、教育、雇用、司法、更生保護、住宅、まちづくりなど広範かつ多様な社会
サービスの提供が必要とされる。改正案にいう「連絡及び調整」は、そうした関係者との連
絡や調整、そしてその結果としての関連する社会サービスへの「橋わたし」を想定してこそ、
重要な意味をもつのである。 
 

９ ）改正にと も なう 課題 

ここまで社会福祉士の定義規定の改正を中心に社会福祉士及び介護福祉士法改正案につい
てかなり積極的な評価を試みてきたが、これで足りるということはない。社会福祉士の業務
にしても、専門的な知識と技術をもって、相談に応じ、助言、指導、連絡、調整、その他の
援助を行い利用者の自立生活を支援する業（活動）といってももう一つすっきりしないとい
う批評もありうるであろう。連絡、調整、そして連携などの概念を中軸に、社会福祉士像や
その業務を現代的に再構成するという方法もありえたのではないか。定義規定の前段におか
れている専門的な知識と技術といっても、その内容についての規定があるわけではない。法
の規定する利用者像も属性論的で社会福祉の対象に関わる議論として十分とはいえない。こ
うした批評については社会福祉士及び介護福祉士法の取り扱うべき範囲を越えている、ある
いは法による規定になじまないという議論がありうるであろうし、あるいはすでに存在する
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法律の改正という手続きをとらざるをえないという制約もあるかもしれない。 
そうしたことを勘案すれば、そして、社会福祉士業務に関する定義規定を中心にしていえ

ば、今回の法改正案はそれなりの評価に値すべきとものといわなければなるまい。 
 
 

２ ．社会福祉士の雇用状況 

 

１ ）社会福祉士雇用の停滞 

さて、一転して社会福祉士の雇用状況はどうか。社会福祉士の制度ができて２０年になる
が、社会福祉士の国家試験はそれなりに定着してきたものの、試験に合格し、登録を済ませ
ている社会福祉士の雇用の状況については不十分というほかはない。わが国よりも遅れて社
会福祉士を国家資格化した韓国の研究者に、日本の社会福祉士制度は、試験の合格率をとっ
ても、有資格者の雇用状況についても、韓国に立ち遅れていると指摘されることがあるのも
あながち理由のないことではない。社会福祉士の試験制度についても、雇用状況についても
何らかの改善が求められていることは誰の目にも明らかであろう。 
 

２ ）医療・福祉分野の就業者 

確かに、こんにち、社会福祉士の雇用状況は満足すべきものではない。しかし、社会福祉
に従事する就業者の全体についていえば、すでにその総数はかなりの数に達している。総務
省統計局「労働力調査年報」によれば、２００５年度の医療・福祉分野の就業者は５５３万
人であった。この数字は、同年度の総就業者数の８．７％を占めている。この指数のもつ意
味を明確にするため、同じサービス産業の隣接領域である教育・学習支援分野と比較すると、
実数にして２８６万人、比率で４．５％であるから、医療・福祉分野の就業者は教育・学習
支援の分野のそれの２倍弱ということになる。医療・福祉分野の８．７％という比率は全就
業者の１割には少し足りないが、農業分野の就業者数が２５３万人、４．０％であることな
どを考えあわせると、その意味するところはかなりのものである。こんにちのわが国の産業
界において医療・福祉分野はすでに軽視しえない産業分野になっているということである。 
 

３ ）社会福祉事業の従事者 

ただし、５５３万人、８．７％という数字は医療分野と福祉分野の就業者数を合計したも
のである。福祉分野就業者の占める割合に限定すると、その数は医療・福祉分野全体のおよ
そ４分の１強というところであろうか。 
それぞれの統計が作成された年次と調査主体を異にるため厳密な比較にはならないが、厚

生労働省、総務省、全国社会福祉協議会などによる調査を累計すると、２００４（平成１
６）年度の社会福祉従事者の総数はおよそ１６０万人である。２００５年度には多少の増加
が想定されるが、大勢には関わらないであろう。しかも、この１６０万の社会福祉従事者の
なかには、介護職員、職業指導員、児童心理司、職能判定員、医師、保健師、助産師、看護
師、理学療養士、作業療養士、栄養士、調理員、事務職員などが含まれている。いずれの範
囲までを社会福祉の固有の職員と見做すかは議論のあるところである。また、信頼するに足
る数字によらない推測は無意味であるが、いまはそれを準備する手立てがない。経験的な知
識の範囲でいえば、通常社会福祉に固有の職員とは見做されない職員の比率が２割を下回る
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ということはまずありえないであろう。そうすると、社会福祉従事者のなかで社会福祉固有
の職員といえるのは、およそ１２０万から１３０万人というところであろうか。 
 

４ ）社会福祉事業従事者と 社会福祉士 

ここでの次の問題は、仮にわが国に１２０万ないし１３０万のプロパー的な社会福祉従事
者がいるとして、そのうちどの程度が社会福祉士の資格保有者であるかということである。
残念なことに、このような疑問に直接的に答えることのできる統計は存在しない。現在利用
できる資料ということでは、社会福祉士会による拐引となっている社会福祉士の勤務先に関
する調査だけである。しかも、その調査が明らかにしうるのは、社会福祉士会の会員になっ
ている社会福祉士であって回答を返送してきた者の就業先だけである。その数値は、先の社
会福祉従事者と目されている人びとのなかでどの程度の者が社会福祉士であるかという疑問
にたいする回答としては極めて不十分であり、間接的かつ蓋然的な数値にとどまるといわざ
るをえない。 
その限りにおいて、われわれが居住型の社会福祉施設や居宅型の福祉サービスの事業者に

よる社会福祉士の雇用状況について調査を行ってきたことは意義のあることであった。われ
われは、社会福祉士資格保有者の雇用状況のみならず、社会福祉士の雇用についての考え方、
社会福祉士資格保有者にたいする期待、社会福祉士有資格者にたいする賃金体系などについ
て調査を行ってきたところであるが、残念なことに、その結果はいずれも必ずしもわれわれ
の期待に沿うとはいえないものであった。 
調査結果の詳細は調査編に譲るとして、社会福祉士有資格者の雇用状況に関連して２、３

気がかりなことについて言及しておきたい。 
 

５ ）社会福祉士業務についての認識 

第１点は、社会福祉の現場において、雇用についての権限をもつ人びとの間ですらも、社
会福祉士の業務が十分に理解されていないということである。この点については、社会福祉
士を雇用する立場にある人びとだけに責任を問うわけにはいかない。これまで、社会福祉士
の資格制度それ自体、社会福祉士の業務について明確にしてきたとはいえない。専門的な知
識や技術についても、社会福祉の対象についても、そしてより直接的な業務に関する規定で
ある「相談援助」についても、十分な内容が与えられてきたとはいえないであろう。その点、
今回の改正法案において、社会福祉士の定義規定が大幅に改正されようとしている。すでに
指摘しておいたように、それで十分であるとはいえないにしても、社会福祉士の業務につい
ての理解が飛躍的に深まることを期待したい。もとより、社会福祉士の業務が十分に理解さ
れていない、ということに関連して、社会福祉士の養成課程を担う社会福祉系大学ならびに
社会福祉専門教育を担う教員の責任は改めて指摘するまでもないことである。社会福祉士の
養成教育課程の一層の充実と養成課程担当教員の資質の維持確保、そして飛躍的な向上が期
待されるところである。 
 

６ ）社会福祉士の有用性認識 

第２点は、社会福祉士有資格者は雇用しても「役に立たない」という指摘である。この役
にたたないという指摘はかなり一般的なものであるが、そうかもしれないと思う。社会福祉
士養成課程に関与する者も責任は重い。しかし、同時に、やや疑問に思うのは、「役に立た
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ない」という評価の前提になっている社会福祉士にたいする期待の内容は一体どのようなも
のであろうかということである。調査の結果などを通じて感じることは、現場における社会
福祉士にたいする期待は、一般的にいって過剰なものであるか、場合によっては方向違いの
ものになっている可能性がないかということである。現行の法制度のもとで社会福祉士に期
待されていることは、相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことである。それ以上の
ことができる社会福祉士がいるとしても、それは本人の資質とそれができるということであ
る。社会福祉士にスパービジョンや施設機関の管理能力が期待されるとすれば、それができ
る社会福祉士が存在するし、そのような社会福祉士が多数を占めることが期待されるとして
も、それらは社会福祉士に一般的に求められている資質であるとはいえない。それらの資質
は、社会福祉士であればいずれはそのような資質を身につけるようになってほしいというレ
ベルの資質である。そのことに関連させていえば、今回の改正案で社会福祉士の業務に「連
絡及び調整」の機能が追加されたことは、社会福祉士の業務内容の明確化につながるととも
に、社会福祉士は従来以上の大きな期待に応えることを求められることにつながるであろう、
ということである。 
 

７ ）社会福祉士資格の保有と 有用性 

第３点は、そのことに関連して、社会福祉士を雇用しても「直ぐに」役に立たない、とい
う指摘である。このことについては再三論じられてきたように、直ぐに役に立たないのは社
会福祉士に限ったことではない。直ぐに役にたつことが期待されることは社会福祉士にとっ
てある意味で名誉なことであるが、資格をもっていれば直ぐに役に立つということではない。
そのことは専門職としては社会福祉士以上に成熟した専門職である医師、弁護士、公認会計
士などについてもいえることである。どのような専門職資格であれ、資格を保有していると
いうことと、多様な問題状況にたいして迅速かつ的確に対応することのできる能力をもって
いるということとは取り敢えず別のことである。専門職の業務に従事するには専門職の資格
をもつことが求められるが、それが迅速的確に行えるようになるには一定の経験と熟練が必
要とされる。 
すなわち、社会福祉士を雇用し、その有用性を十分に発揮させるためには、社会福祉士資

格保有者の成熟の過程を視野に入れた業務の認識と評価、それにともなう対応が必要とされ
る。なかでも、入職後の職場、職能団体、養成機関などによる多様な研修機会の提供とその
内容が極めて重要な意味をもつことになるのである。 
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第２部 

在宅サービス系事業所における社会福祉士の

雇用及び採用状況について 

（実態調査） 
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１ ．調査の概要 

 

 
【調査の目的】 

本調査の目的は、介護保険制度の居宅介護サービス事業所を対象に、社会福祉士の雇用状
況、社会福祉士の活動内容、事業主の社会福祉士に対しての意識、他の専門職と比べて社会
福祉士の独自性、社会福祉士に対する期待やニーズ等に関し郵送により調査を行う。 
 
【調査の対象】 

本調査の対象は、独立行政法人福祉医療機構が運営しているＷＡＭＮＥＴに登録している
「訪問介護事業所」、「通所介護事業所」、「グループホーム」、「居宅介護支援事業所」、
「福祉用具事業所」 98,576ヵ所から無作為に抽出した5,139ヵ所である。 
 
【調査の方法】 

 郵送配布郵送回収法 
 
【調査期間】 

 平成19年度2月上旬～3月中 
 

 

（１ ）回収票数・回収率 

回収票数・回収率については、表2-1-1の通りである。本調査において回答のあった全事業
者数は、1,045票（回収率20．3％）であった。事業所別にみると、訪問介護事業所206票（回
収率17．1％）、通所介護事業所293票（回収率23．3％）、グループホーム160票（21．4％）、
居宅介護支援事業所273票（22．6％）、福祉用具事業所113票（15．6％）であった。 
 

【2-1-1  調査対象数・配布数・回収数・回収率】 
 調査対象 事業所数 調査票配布数 回収数（票） 回収率（％） 
調査１ 訪問介護事業所 27,431 1,205 206 17.1
調査２ 通所介護事業所 20,996 1,256 293 23.3
調査３ グループホーム 8,678 746 160 21.4
調査４ 居宅介護支援事業所 32,548 1,208 273 22.6
調査５ 福祉用具事業所 8,923 724 113 15.6

合計 98,576 5,139 1,045 20.3

 

 

（２ ）経営主体 

事業所別の経営主体については、表2-1-2の通りである。事業所別順にみると、訪問介護事
業所において最も比率が高かった経営主体は、営利法人（40．8％）、社会福祉法人（39．
3％）であり2つを合わせると約8割であった。次に通所介護事業所において最も比率が高かっ
たのは、社会福祉法人（48．1％）、営利法人（33．8％）で2つを合わせると約8割であった。
次にグループホームにおいて最も比率が高かったのは、営利法人（41．3％）、社会福祉法人
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（26．3％）、医療法人（20．6％）であった。次に居宅介護支援事業所において最も比率が
高かったのは、社会福祉法人（35．9％）、営利法人（30．0％）、医療法人（20．5％）であ
った。次に福祉用具事業所において最も比率が高かったのは、営利法人で約9割近いという結
果であった。 

 

Q1-1 貴事業所の経営主体をお答えください。 

 

【2-1-2  経営主体別×事業所別】                            （％・

Ｎ） 
 全体 社会福祉法人 医療法人 ＮＰＯ法人 営利法人 その他 
訪問介護事業所 100.0(206) 39.3 (81) 10.2(21) 5.3(11) 40.8(84) 4.4 (9)
通所介護事業所 100.0(293) 48.1(141) 7.5(22) 5.5(16) 33.8(99) 5.1(15)
グループホーム 100.0(160) 26.3 (42) 20.6(33) 8.1(13) 41.3(66) 3.8 (6)
居宅介護支援事業所 100.0(273) 35.9 (98) 20.5(56) 2.2 (6) 30.0(82) 11.4(31)
福祉用具事業所 100.0(113) 4.4  (5) 0.9 (1) 1.8 (2) 86.7(98) 6.2 (7)

 

（３ ）利用者数 

事業者別の現在の利用者数（2006年10月以降の任意の1ヶ月実績）については、表2-1-3の
通りである。事業所別順にみると、訪問介護事業所において比率が最も高かったのは、1～49
人（50．0％）、50～99人（26．7％）であった。次に通所介護事業所において比率が最も高
かったのは、100～499人（36．9％）、1～49人（30．0％）であった。次に居宅介護支援事業
所において比率が最も高かったのは、1～49人（35．2％）、100～499人（34．4％）であった。
次に福祉用具事業所において比率が最も高かったのは、1～49人（53．1％）、100～499人
（25．7％）であった。次にグループホームにおいて比率が最も高かったのは15～19人（48．
1％）、9人以下（36．3％）という結果であった。 

 

Q1-2 貴事業所の現在の利用者数（2006年10月以降の任意の１ヶ月の実績）を、下記からお答えください。

 

【2-1-3  利用者数×事業所別】（％・Ｎ） 

 全体 1～49人 50～99人 100～499人 500人～ 無回答 

訪問介護事業所 100.0(206) 50.0(103) 26.7(55) 18.0 (37) 1.9 (4) 3.4(7) 
通所介護事業所 100.0(293) 30.0 (88) 16.4(48) 36.9(108) 14.7(43) 2.0(6) 
居宅介護支援事業所 100.0(273) 35.2 (96) 27.1(74) 34.4 (94) 1.5 (4) 1.8(5) 
福祉用具事業所 100.0(113) 53.1 (60) 14.2(16) 25.7 (29) 1.8 (2) 5.3(6) 

 

（％・Ｎ） 
9人以下 36.3 （58） 

10－14人 1.9  （3） 

15－19人 48.1 （77） 

20－24人 0.6  （1） 

25－29人 4.4  （7） 

30人以上 3.8  （6） 

無回答 5.0  （8） 

グループホーム 

全体 100.0（160） 
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（４ ）併設機関・施設・事業（複数回答） 

併設している（同じ建物内あるいは敷地内）機関・施設・事業については、表2-1-4の通り
である（複数回答可）。事業所別順にみると、訪問介護事業所において比率が最も高かった
のは、居宅介護支援（68．9％）、通所介護・通所介護・通所リハビリ（39．8％）であった。
次に通所介護事業所において比率が最も高かったのは、居宅介護支援（58．0％）、訪問介護
（36．9％）であった。次にグループホームにおいて比率が最も高かったのは通所介護・通所
リハビリ（45．0％）であったが、併設している機関等はない（40．6％）という回答の比率
も高かった。次に居宅介護支援事業所において比率が最も高かったのは、通所介護・通所リ
ハビリ（55．3％）、訪問介護（48．0％）であった。次に福祉用具事業所において比率が高
かったのは、居宅介護支援（29．2％）であったが、併設している機関等はない（50．4％）
という回答の比率が最も高かった、という結果であった。 
 

Q1-4 
併設している（同じ建物内あるいは同じ敷地内）機関・施設・事業をすべてお答えくださ

い。 

 
【2-1-4 併設機関・施設・事業（複数回答）×事業所別】（％・Ｎ） 

 
全体 

介護老人 
福祉施設 

介護老人 
保健施設 

病院・診療
所 

グループ 
ホーム 

訪問介護 通所介護・
通所リハビ

り 

短期入所 

訪問介護事業所 100.0(206) 12.6(26) 4.9(10) 11.2(23) 5.8(12) － 39.8 (82) 20.4(42) 
通所介護事業所 100.0(293) 22.2(65) 2.4 (7) 5.8(17) 11.6(34) 36.9(108) － 25.3(74) 
グループホーム 100.0(160) 13.8(22) 4.4 (7) 9.4(15) － 14.4 (23) 45.0 (72) 15.0(24) 
居宅介護支援事業所 100.0(273) 16.5(45) 11.4(31) 19.4(53) 5.1(14) 48.0(131) 55.3(151) 29.7(81) 
福祉用具事業所 100.0(113) 0.0 (0) 0.9 (1) 3.5 (4) 2.7 (3) 26.5 (30) 14.2 (16) 0.0 (0) 

（つづき） 

 
全体 訪問看護ス

テーション 
居宅介護 
支援 
 

福祉用具 地域包括支
援センター 

その他 併設してい
る機関等は
ない 

訪問介護事業所 100.0(206) 10.7(22) 68.9(142) 9.7(20) 9.7(20) 21.8(45) 21.4(44) 
通所介護事業所 100.0(293) 6.5(19) 58.0(170) 5.8(17) 8.5(25) 22.5(66) 20.8(61) 
グループホーム 100.0(160) 2.5 (4) 29.4 (47) 1.3 (2) 1.9 (3) 12.5(20) 40.6(65) 
居宅介護支援事業所 100.0(273) 18.7(51) － 8.8(24) 11.7(32) 16.8(46) 7.7(21) 
福祉用具事業所 100.0(113) 5.3 (6) 29.2 (33) － 0.9 (1) 15.9(18) 50.4(57) 
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２ ．社会福祉士の雇用実態 

 
（１ ）社会福祉士専用の給与表あるいは給与の等級表の有無 

社会福祉士専用の給与表あるいは給与の等級表の作成有無については、表2-1-5の通りであ
る。全体でみると、いずれの事業所も作成している割合は、１割程度かそれ以下であった。
全事業者別で社会福祉士専用の給与表あるいは給与の等級表を作成している比率を高かった
順にみると、グループホーム（10．0％）、通所介護事業所（9．6％）、訪問介護事業所（9．
2％）、居宅介護支援事業所（7．3％）、福祉用具事業所（3．5％）という結果であった。在
宅サービス事業所において、今後、社会福祉士専用の給与表あるいは等級表が求められると
いう結果が浮かび上がった。 
なお、「その他」の内容について自由回答を求めたが、代表的な意見としては、他の規定、

職務手当、法人ではある、不明などがあった。 

 

Q1-5 社会福祉士専用の給与表あるいは給与の等級表は作成されていますか。  

 

【2-1-5 社会福祉士専用の給与表あるいは給与の等級表の有無×事業所別】      （％・Ｎ） 
 全体 作成している 作成していない その他 無回答 

訪問介護事業所 100.0(206) 9.2(19) 78.6(162) 4.4(9) 7.8(16)
通所介護事業所 100.0(293) 9.6(28) 85.3(250) 2.0(6) 3.1 (9)
グループホーム 100.0(160) 10.0(16) 81.9(131) 2.5(4) 5.6 (9)
居宅介護支援事業所 100.0(273) 7.3(20) 85.7(234) 1.1(3) 5.9(16)
福祉用具事業所 100.0(113) 3.5 (4) 77.0 (87) 5.3(6) 14.2(16)

 

■その他の回答 
（訪問介護事業所） 
○ 給与規定で適用できる 
○ 職務手当 
○ 法人ではある（２件） 
 
（通所介護事業所） 
○ 本部決済事項なので不明 
○ 法人ではある 
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（２ ）社会福祉士の有資格者に対する手当の有無 

社会福祉士の有資格者に対する手当の有無については、表2-1-6の通りである。全体でみる
と、グループホームを除いて、手当を出していない事業所が5割を超えており、社会福祉士の
手当を出している事業所が少ないことがわかった。全事業所で手当を出している比率が高か
った事業所を順にみると、グループホーム（34．4％）、通所介護事業所（32．8％）、居宅
介護支援事業所（22．7％）、訪問介護事業所（19．9％）、福祉用具事業所（9．7％）とい
う結果であった。今後、社会福祉士の有資格者に対する手当が求められるという結果が浮か
び上がった。 
なお、「その他」の内容について自由回答を求めたが、代表的な意見としては、他の手当、

号級があがる、時間給に上乗せ、法人である、などがあった。 

 

Q1-6 社会福祉士の有資格者に何らかの手当を出されていますか。 

 

【2-1-6 社会福祉士の有資格者に対する手当の有無×事業所別】                     （％・Ｎ） 

 全体 手当を出している 
手当は出していな

い 
その他 無回答 

訪問介護事業所 100.0(206) 19.9(41) 56.8(117) 11.7(24) 11.7(24) 
通所介護事業所 100.0(293) 32.8(96) 54.6(160) 6.5(19) 6.1(18) 
グループホーム 100.0(160) 34.4(55) 37.5 (60) 16.3(26) 11.9(19) 
居宅介護支援事業所 100.0(273) 22.7(62) 60.4(165) 7.7(21) 9.2(25) 
福祉用具事業所 100.0(113) 9.7(11) 54.9 (62) 13.3(15) 22.1(25) 

 

■その他の回答 
（訪問介護事業所） 
○ 給与規定で適用できる 
○ 業種職種により異なる 
○ 資格取得後、号級があがる 
 
（通所介護事業所） 
○ 個々の有休等で調整 
○ 時間給に上乗せ 
○ 本給に含む 
○ 合格時に報奨金 
 
（グループホーム） 
○ 相談員手当支給 
○ 法人としてある（２件） 

 

 
（３ ）社会福祉士の資格希望取得者に対する支援策の有無 

社会福祉士の資格希望取得者に対する支援策の有無については、表2-1-7の通りである。全
体でみると、いずれの事業所でも、支援策はない、という回答が6割を超えており、社会福祉
士の資格希望取得者に対する支援策がある事業者が少ないことがわかった。全事業者で支援
策を出している比率を高かった順にみると、通所介護事業所（21．8％）、グループホーム
（17．5％）、訪問介護事業所（16．0％）、居宅介護支援事業所（14．3％）、福祉用具事業
所（8．8％）という結果であった。今後、社会福祉士の資格希望取得者に対する支援策が求
められるという結果が浮かび上がった。 
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なお、「その他」の内容について自由回答を求めたが、代表的な意見としては、一部負担、
休暇、資格取得後の報奨金、などがあった。 
 

Q1-7 
社会福祉士の資格希望取得者の職員に対して、何らかの支援策（休暇、支援金など）をお持ちです

か。 

 

【2-1-7 社会福祉士の資格希望取得者に対する支援策の有無×事業所別】             （％・Ｎ） 
 
 

全体 支援策がある 支援策はない その他 無回答 

訪問介護事業所 100.0(206) 16.0(33) 68.4(141) 6.8(14) 8.7(18) 
通所介護事業所 100.0(293) 21.8(64) 68.3(200) 3.8(11) 6.1(18) 
グループホーム 100.0(160) 17.5(28) 64.4(103) 8.1(13) 10.0(16) 
居宅介護支援事業所 100.0(273) 14.3(39) 73.3(200) 4.0(11) 8.4(23) 
福祉用具事業所 100.0(113) 8.8(10) 68.1 (77) 5.3 (6) 17.7(20) 

 

 
■支援策の内容 

 
（訪問介護事業所） 
○ 勤務時間短縮、受講費用一部負担 
○ 研修会、講習会、通信教育費の半額負担 
○ 合格した場合祝い金を支給し、給与の基本給をアップしている 
○ 講習会等への参加を支援 
○ 講習時職免 
○ 実習等の休暇取得 
○ 受験講習会には特別休暇・有休を与える 
○ 受講料、受験費用の補助勤務の配慮 
○ 取得時３万円支給 
○ 取得費用の３分の１を助成 
○ スクーリングのための休暇 
○ スクーリング受講時に特別休暇 
○ スクーリング受講時の旅費、宿泊費等の援助 
○ 通信教育の授業料、スクーリングの費用負担がある 
○ 模擬試験、受験対策の案内、有休休暇の取得 
○ 有休の優先的取得 
○ 旅費、宿泊費、手数料等の経費を支給 
 
（通所介護事業所） 
○ 休暇、勤務シフトの配慮 
○ 休暇を調整 
○ 休暇を優先的に与える 
○ 勤務上の待遇、休暇など 
○ 研修に対し有休休暇あり 
○ 研修の場をつくり、個人のスキルアップを図っている 
○ 研修費補助 
○ 合格時に試験料の補助制度あり 
○ 合格時に受講料、旅費の支給 
○ 講習等の研修扱い、助成金あり 
○ 支援金支給 
○ 資格取得資金等、貸付け規定あり 
○ 資格取得のため優先的に休暇を与えている 
○ 事業所の状態により相談 
○ 試験等２日まで特休 
○ 試験当日、前日の休暇、法人内試験対策勉強会 
○ 試験等での休暇を優先する 
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○ 試験費用を会社負担 
○ 実習、スクーリングの休暇を優先的にとってもらう 
○ 受験のための休暇あり 
○ 受験費用を負担 
○ 情報提供 
○ スクーリング等の特別休暇 
○ スクーリングの休暇 
○ スクーリングの出張扱い 
○ スクーリング受講時は職免、互助会より受験料7000円まで給付 
○ スクーリング等の休暇有り 
○ 通学受験のための休暇、資格取得後の特別昇給 
○ 通信学校の学費、教材、スクーリング代を支給受験料１回のみ支給、スクーリング出張扱い 
○ 通信教育等スクーリングは業務免除、受験費用の一部助成 
○ 通信講座受講料５万補助、合格祝い金２万 
○ 定額の支援金がある、図書購入、受講料など 
○ 費用の半額負担 
○ 夜間養成校への通学支援、スクーリング受講時の休暇など 
○ 有休の活用や研修対応 
○ 旅費、宿泊費を支給 
○ 労働時間短縮、受験勉強にあてる 
 
（グループホーム） 
○ 休暇、支援金あり 
○ 休暇 
○ 休暇を優先している 
○ 勤務調整 
○ 勤務表作成時に考慮、休暇優先取得 
○ 研修参加費を支給 
○ 合格時、費用負担あり 
○ 交通費援助、試験日は公休 
○ 支援金の支給 
○ 試験日と前後の勤務希望を受け入れる 
○ 試験日は特別休暇 
○ 実習等で休むときは優先する 
○ スクーリング等に休暇を出している 
○ 法人としてある 
○ 優先的に休暇を与える 
 
（居宅介護支援事業所） 
○ 学習書購入支援、休暇研修支援等 
○ 休暇 
○ 休暇等を配慮する 
○ 休暇面で支援 
○ 講習日の優先有休 
○ 資格取得後に助成金がある 
○ 資格手当支給、有休休暇を取りやすくしている 
○ 実習等の休暇について勤務所の配慮 
○ 受験に関して職免、スクーリングは勤務調整や応援体制の整備 
○ 受講料の支援、1回目のみ 
○ 取得すると祝い金が出る 
○ 奨励金の支給 
○ 職員互助会から祝い金がでる 
○ 職員能力開発支援金制度、50万まで貸与 
○ 職免休暇 
○ スクーリング受講時に職免（２件） 
○ スクーリング受講時に都合をつける 
 
（福祉用具事業所） 
○ 講習料負担 
○ 資格取得費は会社もち 
○ 受講費を支援 
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○ セミナーの受講費、交通費、宿泊第など支給 
○ 通学、研修、研究会等への参加許可 
○ 特別休暇 
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３ ．訪問介護事業所での雇用実態 

 

（１ ）職員数および社会福祉士取得者 

 表2-3-1に示すとおり、今回回収した206の訪問介護事業者の総職員数は約4,461人であり、
１箇所あたりの平均雇用者数は、21．6人である。常勤・非常勤別では、およそ３分の１が常
勤職員で、残り３分の２が非常勤職員であった。ホームヘルパーの多くが非常勤職であると
いう、実態を反映している結果となった。また兼務職員の割合は、管理責任者（施設長）の
み半数程度が兼務であったが、他の職員では、10数パーセントが兼務であった。 
 社会福祉士資格取得者の割合は、訪問介護事業所ということで非常に低く、「サービス提
供責任者」と「訪問介護員」では、社会福祉士取得者はほとんどいなかった。さらに「管理
責任者（施設長）」でも、226人中7人（3.1％）とほとんど持っていないといってよい結果で
あった。 

 

１ ）職員 

Q1-3 貴事業所の総職員数、下記の職位あるいは職種の職員数（兼務者含む）をお答え下さい。 

 また、社会福祉士の有資格者の人数もお答え下さい。      

 

【2-3-1 職員数】                                  （％・人） 
訪問介護事業所（Ｎ＝206） 

 
全体 
 

専従職員数 兼務職員数 合計 
社会福祉士 
資格取得者数 

常勤職員 82.3(1,294) 17.7(279) 100.0(1,573) 2.4(38)
総職員数 

非常勤職員 86.2(2,489) 13.8(399) 100.0(2,888) 0.2 (5)
合計 84.8(3,783) 15.2(678) 100.0(4,461) 1.0(43)

管理責任者（施設長） 53.1  (120) 46.9(106) 100.0  (226) 3.1 (7)
サービス提供責任者 84.9  (415) 15.1 (74) 100.0  (489) 0.6 (3)
訪問介護員 86.5(3,027) 13.5(472) 100.0(3,499) 0.2 (7)

   

常勤職員の割合 34.2(1,294) 41.2(279) 35.0(1,573) 88.4(38)
非常勤職員の割合 65.8(2,489) 58.8(399) 65.0(2,888) 11.6 (5)

合計 100.0(3,783) 100.0(678) 100.0(4,461) 100.0(43)

 

 

２ ）社会福祉士の雇用ニーズ 

 訪問介護事業所において認識されている課題(ニーズ)を、利用者への介入に関する課題(9
項目)、家族への介入に関する課題(6項目)、機関・組織への介入の課題(7項目)、他機関・他
組織・地域への介入の課題(7項目)の４つに大きく分類して事業所に回答を求めた結果が、表
2-3-2、2-3-3である。すべての項目において、「認識している」という回答が半数を超えて
いる。とくに利用者への介入および家族への介入についての項目は、ほぼすべての項目が７
割を超えて認識されている。訪問介護事業所においては、社会福祉士が活躍できる可能性の
ある課題（ニーズ）が、高い割合で認識されているといえよう。 
 個別の項目をみると、「利用者の尊厳の保持を目指したサービス提供が難しい」「利用者
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の自立支援を目指したサービス提供が難しい」「認知症のある利用者へのかかわりが難し
い」といった項目が、９割前後という高い割合で認識されている。また、他の「利用者への
介入に関する」３つの項目も、８割以上という高い割合で認識されている。訪問介護事業所
における、サービス利用者やその家族への質の高い対応の困難さが表れている結果であると
いえよう。 
 一方、今回設定した項目の中においては比較的高くない割合で認識されているものとして
は、機関・組織への介入や他機関・他組織・地域への介入に関する項目であった。しかしそ
の中でも、「スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない」や「職員の研修などを企画・
実施するのが困難である」という項目が、７割を超えて認識されている。ある意味で利用者
や家族への支援に直結するこのような課題（ニーズ）が高い割合で認識されていることは、
訪問介護事業所における、優良な人材を確保し提供するサービスの質を高く保つことの難し
さを表している。 
 次に、上記の各課題に対して、その対応を社会福祉士にどれくらい期待しているかを尋ね
た結果が表2-3-4、2-3-5である。この結果においても、すべての項目で「期待している」と
いう回答が半数以上であった。また、概ね７割以上（68％以上）が期待していると回答して
いる項目においては、利用者の介入や家族の介入に関する項目が、15項目中12項目を占めて
おり、課題（ニーズ）としての認識の高さとともに、社会福祉士取得者への期待が高く、い
いかえれば、訪問介護事業所において、社会福祉士が大いに活躍できる可能性が示されたと
いえる。また、これらの15項目の中に、「スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない」
「リーダーシップをとれる人材がいない」「他機関・他組織とのネットワークづくりが難し
い」といった項目が含まれている。このような課題（ニーズ）に対する社会福祉士への期待
は、訪問介護事業所での社会福祉士の雇用を考える上で、充分留意する必要があるといえよ
う。 
 

 
（２ ）課題（ニーズ）の認識と 社会福祉士への期待 

Q2-1 
貴事業所において、以下のような課題（ニーズ）をどの程度認識されています

か。 
  

 また、それらの課題（ニーズ）への対応を、社会福祉士にどの程度期待していますか。 

【2-3-2 課題(ニーズ)の認識】（％） 

訪問介護事業所（Ｎ＝206） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

認識し
ている
計

（Ａ） 

大いに
認識し
ている 

まあ認
識して
いる 

認識し 
ていな
い計
（Ｂ） 

あまり
認識し
ていな
い 

まった
く認識
してい
ない 

利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 90.2 49.5 40.7 9.8 9.8 0.0 
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 91.2 47.9 43.3 8.8 7.7 1.0 
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 83.5 32.0 51.5 16.5 15.5 1.0 
利用者のニーズに応じたプラン（計画）やプログラムなどの立案が難し
い 84.0 28.4 55.7 16.0 13.9 2.1 
認知症のある利用者へのかかわりが難しい 87.1 50.0 37.1 12.9 10.8 2.1 
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 79.2 29.7 49.5 20.8 17.7 3.1 
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 77.0 33.0 44.0 23.0 20.4 2.6 
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利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 77.0 31.9 45.0 23.0 19.4 3.7 
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難で
ある 63.7 25.9 37.8 36.3 31.6 4.7 
家族からの苦情などに対応するのが困難である 71.6 23.7 47.9 28.4 24.7 3.6 
家族との関係づくりが困難である 71.6 24.2 47.4 28.4 24.2 4.1 
家族の問題を的確に理解することが難しい 73.2 24.7 48.5 26.8 24.2 2.6 
家族の持っている力を把握することが困難である 74.6 22.3 52.3 25.4 22.8 2.6 
利用者と家族の考え方が異なるときにその調整をするのが困難である 82.5 34.5 47.9 17.5 16.5 1.0 
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 77.7 22.3 55.4 22.3 20.2 2.1 
ヘルパーからの利用者に対する不満などに対応するのが困難である 74.2 22.2 52.1 25.8 22.7 3.1 
リーダーシップをとれる人材がいない 70.6 26.3 44.3 29.4 23.2 6.2 
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 72.2 33.5 38.7 27.8 22.7 5.2 
後進の人材を指導・育成することが困難である 82.0 32.5 49.5 18.0 15.5 2.6 
事業所の年次計画などを立案することが困難である 67.7 24.0 43.8 32.3 28.6 3.6 
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 71.4 24.0 47.4 28.6 25.5 3.1 
サービスの利用率を高めるのが困難である 80.2 34.9 45.3 19.8 17.2 2.6 
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 67.2 19.8 47.4 32.8 31.3 1.6 
ケアマネージャー（介護支援専門員）との連絡・調整が難しい 56.3 18.2 38.0 43.8 37.5 6.3 
地域（近隣住民・自治会など）との関係づくりが難しい 70.3 26.6 43.8 29.7 25.0 4.7 
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 70.8 25.5 45.3 29.2 24.5 4.7 
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 54.2 14.1 40.1 45.8 40.1 5.7 
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 64.4 19.9 44.5 35.6 31.4 4.2 
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 61.1 19.2 42.0 38.9 34.7 4.1 

※無回答を除いて集計。 

 

 

【2-3-3 課題の認識(ニーズ)：「認識している計」（Ａ）による並べ替え（再掲）】                  

（％） 

訪問介護事業所（Ｎ＝206） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

認識して
いる計
（Ａ） 

大いに
認識し
ている 

まあ認
識して
いる 

認識し 
ていな
い計
（Ｂ） 

あまり
認識し
ていな
い 

まった
く認識
してい
ない 

利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 91.2 47.9 43.3 8.8 7.7 1.0
利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 90.2 49.5 40.7 9.8 9.8 0.0
認知症のある利用者へのかかわりが難しい 87.1 50.0 37.1 12.9 10.8 2.1
利用者のニーズに応じたプラン（計画）やプログラムなどの立案が難しい 84.0 28.4 55.7 16.0 13.9 2.1
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 83.5 32.0 51.5 16.5 15.5 1.0
利用者と家族の考え方が異なるときにその調整をするのが困難である 82.5 34.5 47.9 17.5 16.5 1.0
後進の人材を指導・育成することが困難である 82.0 32.5 49.5 18.0 15.5 2.6
サービスの利用率を高めるのが困難である 80.2 34.9 45.3 19.8 17.2 2.6
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 79.2 29.7 49.5 20.8 17.7 3.1
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 77.7 22.3 55.4 22.3 20.2 2.1
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 77.0 33.0 44.0 23.0 20.4 2.6
利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 77.0 31.9 45.0 23.0 19.4 3.7
家族の持っている力を把握することが困難である 74.6 22.3 52.3 25.4 22.8 2.6
ヘルパーからの利用者に対する不満などに対応するのが困難である 74.2 22.2 52.1 25.8 22.7 3.1
家族の問題を的確に理解することが難しい 73.2 24.7 48.5 26.8 24.2 2.6
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 72.2 33.5 38.7 27.8 22.7 5.2
家族からの苦情などに対応するのが困難である 71.6 23.7 47.9 28.4 24.7 3.6
家族との関係づくりが困難である 71.6 24.2 47.4 28.4 24.2 4.1
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 71.4 24.0 47.4 28.6 25.5 3.1
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他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 70.8 25.5 45.3 29.2 24.5 4.7
リーダーシップをとれる人材がいない 70.6 26.3 44.3 29.4 23.2 6.2
地域（近隣住民・自治会など）との関係づくりが難しい 70.3 26.6 43.8 29.7 25.0 4.7
事業所の年次計画などを立案することが困難である 67.7 24.0 43.8 32.3 28.6 3.6
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 67.2 19.8 47.4 32.8 31.3 1.6
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 64.4 19.9 44.5 35.6 31.4 4.2
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難である 63.7 25.9 37.8 36.3 31.6 4.7
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 61.1 19.2 42.0 38.9 34.7 4.1
ケアマネージャー（介護支援専門員）との連絡・調整が難しい 56.3 18.2 38.0 43.8 37.5 6.3
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 54.2 14.1 40.1 45.8 40.1 5.7

※無回答を除いて集計。 

 

 

【2-3-4 社会福祉士への期待】（％） 

訪問介護事業所（Ｎ＝206） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

期待し
ている
計

（Ａ） 

大いに
期待し
ている 

まあ期
待して
いる 

期待し 
ていな
い計
（Ｂ） 

あまり
期待し
ていな
い 

まったく
期待して
いない 

利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 74.3 32.4 41.9 25.7 22.9 2.8
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 71.5 31.8 39.7 28.5 24.6 3.9
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 69.3 29.6 39.7 30.7 26.8 3.9
利用者のニーズに応じたプラン（計画）やプログラムなどの立案が難し
い 67.0 26.3 40.8 33.0 26.8 6.1
認知症のある利用者へのかかわりが難しい 62.9 25.8 37.1 37.1 30.3 6.7
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 70.4 29.1 41.3 29.6 22.9 6.7
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 69.5 28.2 41.2 30.5 24.3 6.2
利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 80.9 47.2 33.7 19.1 15.7 3.4
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難で
ある 68.7 24.6 44.1 31.3 26.3 5.0
家族からの苦情などに対応するのが困難である 69.3 26.3 43.0 30.7 26.8 3.9
家族との関係づくりが困難である 65.9 20.7 45.3 34.1 30.7 3.4
家族の問題を的確に理解することが難しい 69.7 23.0 46.6 30.3 27.0 3.4
家族の持っている力を把握することが困難である 69.8 23.5 46.4 30.2 26.8 3.4
利用者と家族の考え方が異なるときにその調整をするのが困難である 70.2 27.0 43.3 29.8 26.4 3.4
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 70.2 24.2 46.1 29.8 25.8 3.9
ヘルパーからの利用者に対する不満などに対応するのが困難である 61.5 16.2 45.3 38.5 32.4 6.1
リーダーシップをとれる人材がいない 68.2 28.5 39.7 31.8 26.8 5.0
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 72.5 34.8 37.6 27.5 23.6 3.9
後進の人材を指導・育成することが困難である 64.2 29.6 34.6 35.8 30.2 5.6
事業所の年次計画などを立案することが困難である 58.4 20.2 38.2 41.6 35.4 6.2
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 62.9 21.3 41.6 37.1 30.9 6.2
サービスの利用率を高めるのが困難である 58.4 16.9 41.6 41.6 33.7 7.9
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 65.9 24.6 41.3 34.1 29.1 5.0
ケアマネージャー（介護支援専門員）との連絡・調整が難しい 63.8 21.5 42.4 36.2 28.2 7.9
地域（近隣住民・自治会など）との関係づくりが難しい 66.5 29.1 37.4 33.5 27.9 5.6
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 71.5 31.3 40.2 28.5 24.0 4.5
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 54.5 14.0 40.4 45.5 37.1 8.4
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 60.2 23.3 36.9 39.8 34.1 5.7
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 52.8 18.5 34.3 47.2 37.1 10.1

※無回答を除いて集計。 

【2-3-5 社会福祉士への期待：「期待している計」（Ａ）による並べ替え（再掲）】                   
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（％） 

訪問介護事業所（Ｎ＝206） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

期待して
いる計
（Ａ） 

大いに
期待し
ている 

まあ期
待して
いる 

期待し 
ていな
い計
（Ｂ） 

あまり
期待し
ていな
い 

まった
く期待
してい
ない 

利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 80.9 47.2 33.7 19.1 15.7 3.4
利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 74.3 32.4 41.9 25.7 22.9 2.8
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 72.5 34.8 37.6 27.5 23.6 3.9
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 71.5 31.3 40.2 28.5 24.0 4.5
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 71.5 31.8 39.7 28.5 24.6 3.9
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 70.4 29.1 41.3 29.6 22.9 6.7
利用者と家族の考え方が異なるときにその調整をするのが困難である 70.2 27.0 43.3 29.8 26.4 3.4
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 70.2 24.2 46.1 29.8 25.8 3.9
家族の持っている力を把握することが困難である 69.8 23.5 46.4 30.2 26.8 3.4
家族の問題を的確に理解することが難しい 69.7 23.0 46.6 30.3 27.0 3.4
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 69.5 28.2 41.2 30.5 24.3 6.2
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 69.3 29.6 39.7 30.7 26.8 3.9
家族からの苦情などに対応するのが困難である 69.3 26.3 43.0 30.7 26.8 3.9
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難である 68.7 24.6 44.1 31.3 26.3 5.0
リーダーシップをとれる人材がいない 68.2 28.5 39.7 31.8 26.8 5.0
利用者のニーズに応じたプラン（計画）やプログラムなどの立案が難しい 67.0 26.3 40.8 33.0 26.8 6.1
地域（近隣住民・自治会など）との関係づくりが難しい 66.5 29.1 37.4 33.5 27.9 5.6
家族との関係づくりが困難である 65.9 20.7 45.3 34.1 30.7 3.4
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 65.9 24.6 41.3 34.1 29.1 5.0
後進の人材を指導・育成することが困難である 64.2 29.6 34.6 35.8 30.2 5.6
ケアマネージャー（介護支援専門員）との連絡・調整が難しい 63.8 21.5 42.4 36.2 28.2 7.9
認知症のある利用者へのかかわりが難しい 62.9 25.8 37.1 37.1 30.3 6.7
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 62.9 21.3 41.6 37.1 30.9 6.2
ヘルパーからの利用者に対する不満などに対応するのが困難である 61.5 16.2 45.3 38.5 32.4 6.1
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 60.2 23.3 36.9 39.8 34.1 5.7
事業所の年次計画などを立案することが困難である 58.4 20.2 38.2 41.6 35.4 6.2
サービスの利用率を高めるのが困難である 58.4 16.9 41.6 41.6 33.7 7.9
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 54.5 14.0 40.4 45.5 37.1 8.4
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 52.8 18.5 34.3 47.2 37.1 10.1

※無回答を除いて集計。 

 

 

 

（３ ）現在解決を要する課題（ニーズ）（訪問介護事業所調査） 
○ 介護士、看護師が不足している、デイサービス事業が継続できないのではないかと危惧している 
○ 介護職員の安定的確保、２級から介護福祉士への転換 
○ 介護福祉士のパートが集まらない 
○ 介護保険制度の改革によって長期の事業計画の展望などをたてることが困難 
○ 過疎地で老老介護、老障介護など厳しい現実がある 
○ ケアマネと介護職員とのズレ 
○ ケースカンファレンス 
○ 個人情報保護 
○ サービス提供責任者の人材がほしい 
○ 事業採算性情報公開、介護タクシーへの対応 
○ 小中規模の場合は有資格者を正職員として多く採用できず、パート採用となるため期待した仕事ができない、報酬が低
くなっているので資格者に思ったような給与が出せない 

○ 職員不足、特に介護職員 
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○ 職種間のネットワークの構築 
○ 人材不足（３件） 
○ 人材不足が大きな問題です、雇用しても賃金等の問題で退職者が出る 
○ 新入職員教育 
○ 設置基準にないため 
○ 損益分岐点の引き下げ 
○ 地域特性なのかヘルパー訪問に対する閉鎖性を感じる、隣接する自治体とのサービスの相違の説明に苦慮する 
○ 地域とのつながり 
○ 地域に埋もれている要介護者がいること 
○ 直行直帰のヘルパーが多く管理が難しい、個人車両の持ち出しとなっている 
○ 非常勤職員に対する就業時間の確保、利用者の入退所や体調不良により利用人数が一定せず調整に苦慮している 
○ 非常勤職員の定着 
○ 一人暮らしで親戚もなく入院した場合、ボランティアもおらず行政の協力は得られず、在宅でのケアマネ、訪問介護員
が動かざる得なくなる（半ボランティア）、このようなとき調整してくれる社会福祉士が必要である 

○ 訪問介護員（質の高い）の確保 
○ 訪問介護員の年齢が高く、後進が育っていないケース対応の共通理解 
○ 訪問介護事業経営課題は、社会福祉士ではなく介護福祉士の必要性である 
○ 利用者の確保、ヘルパーの確保 
○ 労働力不足 
○ 介護福祉士の介護力に期待している、介護保険下の仕事では社会福祉士は必要ないのではないか 
○ 人材の確保、保証 
 
 

 

（４ ）社会福祉士を採用する際の考え方 

 社会福祉士の採用をどの程度重視するか、さらには社会福祉士を採用する際にはどの点を
重視するかについて尋ねた。結果は表2-3-6、2-3-7の通りとなった。訪問介護事業所におけ
る社会福祉士の採用については、「重視する」「重視しない」の回答が、ほぼ半数ずつとな
った。上述したような社会福祉士による対応への期待の高さからすると低い印象があるが、
ホームヘルパーが中心となる訪問介護事業所という組織において、その半数が社会福祉士の
採用を重視するという結果は、重要視してもよいと考えられる。 
 採用の際に最も重視されるのは、「福祉現場で働く人材としての倫理観･価値観など」「社
会福祉の援助技術（ソーシャルワーク）にかんする知識や理解」といった項目で、９割前後
が重視している。また「社会福祉の制度や法令に関する知識や理解」とともに「介護にかか
わる知識や技術」が８割を超えて重視されており、訪問介護事業所という組織の特徴を表し
ている。一方、「社会福祉の哲学・原理論などにかんする知識や理解」は、３分の２が重視
するにとどまっていた。 
 

Q2-3 貴事業所において、社会福祉士の採用をどの程度重視されますか。  

 

【2-3-6 社会福祉士を採用する際の考え方１（どの程度重視するか）】（％・Ｎ） 
大変重視する 10.7 （22） 
ある程度重視する 40.3 （83） 
あまり重視しない 26.7 （55） 
ほとんど重視しない 18.9 （39） 
無回答 3.4  （7） 
全体 100.0（206） 
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Q2-4 貴事業所において、社会福祉士を採用する際には、以下の項目をどの程度重視されますか。 

 

【2-3-7 社会福祉士を採用する際の考え方２（重視する内容）】（％） 
訪問介護事業所（Ｎ＝206） 

    

質問項目 

重視す
る計
（Ａ） 

たいへ
ん重視
する 

ある程
度重視
する 

重視し
ない計
（Ｂ） 

あまり
重視し
ない 

ほとん
ど重視
しない 

社会福祉の哲学・原理論などにかんする知識や理解 69.4 20.0 49.4 30.6 24.4 6.1 
社会福祉の制度や法令などにかんする知識や理解 83.1 39.3 43.7 16.9 14.2 2.7 
社会福祉の援助技術（ソーシャルワーク）にかんする知識や理解 88.5 57.9 30.6 11.5 9.3 2.2 
社会福祉の機関・組織の経営や運営などにかんする知識や理解 74.7 28.6 46.2 25.3 22.0 3.3 
介護にかかわる知識や技術 79.2 47.5 31.7 20.8 18.0 2.7 
福祉現場で働く人材としての倫理観・価値観など 90.2 62.3 27.9 9.8 7.7 2.2 

※無回答を除いて集計。 
 

■社会福祉の採用を重視し ない理由（訪問介護調査） 
○ 以前採用したが能力がなかった 
○ 以前実力がない人がいたので 
○ 応募が無い、中小企業は相手にされていないのではないか 
○ 同じ法人内に社会福祉士がいるので連携している 
○ 介護福祉士の採用を重視 
○ 給与の確保が困難、介護報酬が低い 
○ 業務の生産性を向上するため、率先して業務改善に取り組むことのリーダーが不足している、経営的な視点でも判断で
きる人材を求めています 

○ ケアマネがほとんどカバーしている 
○ ケアマネで十分です 
○ ケアマネは社会福祉士の資格が必要と思われる、行政側に通用する位置づけが必要である 
○ 現在、利用者が少人数にて社会福祉士の雇用は考えていない 
○ 現在の介護報酬では介護ができない人員を置くことは難しい、介護福祉士を持っていれば歓迎する 
○ 現状で問題ない社福士の役割の意識はまだ低い 
○ 現場では人員的にも経営的にも、社会福祉士よりも介護福祉士を優先しています 
○ サービス責任者、管理者で対応している業務に直接的な関わりがうすい 
○ サービス提供責任者が社会福祉主事を持っている、今後受験予定 
○ 採用していない 
○ 資格だけでなく、人間性・素質が重要現場で実際にニーズの把握や苦情の対応のできる人材 
○ 資格で営業はできない 
○ 資格を有する人材のポテンシャル（得意部）が明確でない点、人配置などに得に影響がない 
○ 事業運営上、必要がない、人件費の余裕がない 
○ 事業所の運営上、社会福祉士の必要性がない 
○ 仕事の内容が限定的なので必要ない 
○ 実績的にまだ期待できない 
○ 社会的に必要ない、現場経験が無い 
○ 社会福祉士が少ない、人件費が高く管理者として採用が難しい 
○ 社会福祉士では介護の仕事ができません 
○ 社会福祉士の課題解決能力が分からない 
○ 社会福祉士の内容が理解していない 
○ 社会福祉士の役割が不明確 
○ 小規模の事業所ゆえ、サービス提供責任者を重視しています 
○ 人格者、いい人を望む、人を尊重しない社会福祉士を見た、その施設も最悪である 
○ 人生経験がすくない社福士は、経験あるヘルパーに劣る、肩書きは関係ない 
○ 高い給料が払えない 
○ 知識があっても解決できないことが多い、資格は必要だが不適格者もいる 
○ 使い道がないから 
○ 当事業所において社会福祉士は必要ない、介護福祉士を必要としているが、なかなか集まらない 
○ 特に必要とは思わない 
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○ 必要性が無い 
○ 複合的な事業所なので他の部門に複数勤務している 
○ 併設内に居宅介護支援事業所があるため 
○ ヘルパー事業所であり、即戦力になるのは介護福祉士 
○ ヘルパー事業所において社会福祉士は必要ないと思われる 
○ ヘルパー事業では福祉士ではなく、介護福祉士を重要視するため 
○ 報酬を考慮すると、管理者に起用する以外ない 
○ 訪問介護員として採用する場合は、業務と直結しないため 
○ 訪問介護事業者はサービス提供責任者が介護福祉士となっている 
○ 訪問介護事業所では社会福祉士は必要ない 
○ 訪問介護事業所では必要ない、むしろ、ＯＴ．ＰＴがほしい、ケアマネに求められることに近いと思う 
○ 訪問介護事業において、社会福祉士を雇用するほどの資金的余裕がない 
○ 訪問介護ステーションなので必要ない 
○ 訪問介護の現場に入ってもらうため 
○ ホームヘルパーで十分 
○ 問題解決をする際に、社会福祉士資格は必要ではない 

 

 
（５ ）採用し たい社会福祉士像（訪問介護事業所調査） 
○ 営業で売り上げを伸ばす、リーダーシップがある、戦略を立てられる 
○ 援助技術を取得できている方 
○ 思いやりがあり、人の痛みが分かる人 
○ 介護職員と調和が取れる人 
○ 介護福祉士は必要 
○ 家族と関わりができる、言葉や態度が丁寧 
○ 必ずしも社会福祉士でなくても、他の業界から異なる視点で見れる人材も必要だと思っています 
○ 管理責任者、介護支援専門員に求められる資格だと考える 
○ 基本的な考え方を持っている 
○ 経験があり人間性が豊かでやる気があって休まない人 
○ 経験豊富な人 
○ 現場経験を積んだ人、知識を発揮できる人 
○ 現場での力が発揮でき専門職として、専門職にとらわれない人材を求めます 
○ 権利と義務とのバランス感覚をもっている方、欲を言えば明るい性格で、常に利用者のほうを向いている人材 
○ 公的機関の活用、権利擁護に詳しい人介護、看護現場の仕事、立場を理解してくれる人 
○ 言葉使いや立ち居振る舞いに注意が払え、対人援助技術力のある人 
○ コミュニケーションを大切にし、利用者の立場に立ってサービスの向上ができる方 
○ コミュニティソーシャルワークを理解し、総合的な支援ができる人、利用者の立場を理解し支援ができる人 
○ 今後の福祉についてのあり方を具体的に提示、提案できる人材 
○ サービス提供責任者、現場もできる管理者を求める 
○ 在宅介護に理解・経験のある人（介護保険・障害） 
○ 在宅現場経験が豊富で、理論と実践力が伴っている人材 
○ 採用計画はありません 
○ 採用計画はない、経験ある人を求む、頭でっかちな人に頼ろうとは思わない 
○ 採用の計画はない、社福士の制度上の位置づけが曖昧だ、営利を目的とする会社・事業所で公平中立な立場を保てるの
か疑問？ 

○ 採用は考えていない 
○ 事業所の基本理念に賛同できること 
○ 社会経験が年程度あって、相談業務ができるのではないか、学卒有資格者には現場経験の重要性の意識が薄いように思
う 

○ 社会的常識がある人、時間を大切にする人 
○ 社会福祉士について知らない 
○ 社会福祉士の知識・技術を身に付けている者 
○ 社会福祉士のニーズがない 
○ 社会福祉士のみでの採用は難しい 
○ 社会福祉士を特別視はしていない、多様なニーズがある中で、職種間の連携が図れ福祉の向上につながることを望む 
○ 社会福祉全般（主に知・精・全身・高齢に対する）からの障害福祉サービスの位置づけと適切なせービスのあり方の知
識・技術の提案等、最近のめまぐるしく変化する法律と行政に対する事務所のあり方、サービスの法的根拠、人材育成 

○ 社会保障制度について知識がある人 
○ 社福士の知識はジェネリックなものととらえ、それを活かしつつ謙虚に取り組む人材、社福士の資格取得がスタートと
認識している人材 
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○ 人格や利他精神が確立している、常識ある人物 
○ スーパーバイズできる人材、地域との関わりを重視できる人材 
○ 専門性のある人 
○ 組織（経営）マネジメントができる人材 
○ 地域性を理解できること、理論ばかり並べないこと、他の職員と一緒に行動できること 
○ 地域に出て行って、地域にあったニーズを引き出す 
○ 知識は勿論ですが、現場のことを理解しようとすることができる活発な人 
○ 知識や技術が現場に生かされていない、教える立場が学ぶ立場になっている 
○ どういう立場の人でもえり好みせず、その人の身になって動いてくれる人 
○ 当施設に社会福祉士は●名在籍しています、社会福祉に関することは勿論、判断は的確と思います 
○ 何でもできて要領の良い人 
○ 人間性 
○ 人間性重視 
○ 人を尊重できる福祉観を持っている、公平な立場で話ができる 
○ ヘルパー級、介護福祉士の資格が必要（報酬が提供されるから） 
○ 訪問介護サービスですので、社会福祉士の資格は特に要らないが、福祉の知識として、社会福祉士と介護福祉士の両方
のある人に期待したい 

○ 利用者、事業者、ケアマネ、行政と調整のとれる方 
○ 倫理観、価値観を持ち地域と連携できる人 
○ 倫理観・価値観があり、利用者・家族・地域の方から相談を受けられる人材 
○ 論理を話せるひと 
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４ ．通所介護事業所での雇用実態 

 

（１ ）職員数および社会福祉士取得者 

通所介護事業所の職員の実態については、表2-4-1の通りである。本調査において回答のあ
った通所介護事業所に従事する職員総数としては、約3900人であるが、まず、常勤・非常勤
別にみると、全職員の約6割強(62.8%)が常勤職員であり、一方、非常勤職員は約4割弱
(37.2%)であった。専従・兼務別に常勤・非常勤職員の比率をみると、専従職員は、常勤・非
常勤とも約85%で、兼務職員は、13,14%程度であり、専従職員が多いという結果であった。な
お、常勤職員の比率は、訪問介護事業所や福祉用具事業所よりは高いが、グループホームや
居宅介護支援事業所よりは低いという結果であった。この背景には、通所介護事業所の職員
の中で最も多くを占める職員が介護職員であり、介護職員はその職務の特性から、ほとんど
が専従職員であるので、その影響が大きいと考えられる。 
社会福祉士資格取得者の状況をみると(表2-4-1)、全職員の中に占める社会福祉士資格取得

者の割合は、わずか2.9%と非常に低い比率であった。通所介護の現場においては、社会福祉
士取得者が非常に少ないという現状が明らかになった。常勤・非常勤別に社会福祉士資格取
得者をみると、常勤職員の約4.4%が資格取得者であるが、非常勤職員の内、社会福祉士資格
取得者は0.4%と極めて低く、社会福祉士資格取得者は、常勤・非常勤によって差があること
がわかった。また、各職種別にみると、社会福祉士資格取得者の比率が最も高かったのは、
生活指導員(11.2%)と管理責任者(8.9%)であり、相談職が社会福祉士を持っている比率が高い
ことがわかった。 
 

１ ）職員 

Q1-3 貴事業所の総職員数、下記の職位あるいは職種の職員数（兼務者含む）をお答え下さい。 

 また、社会福祉士の有資格者の人数もお答え下さい。      

 

【2-4-1 職員数】（％・人） 
通所介護事業所（Ｎ＝293） 

 
全体 
 

専従職員数 兼務職員数 合計 
社会福祉士 
資格取得者数 

常勤職員 86.6(2,451) 13.4(379) 100.0(2,830) 4.4(124)
総職員数 

非常勤職員 85.5(1,453) 14.5(247) 100.0(1,700) 0.4  (7)
合計 86.2(3,904) 13.8(626) 100.0(4,530) 2.9(131)

管理責任者（施設長） 48.5  (147) 51.5(156) 100.0  (303) 8.9 (27)
生活相談員 62.1  (354) 37.9(216) 100.0  (570) 11.2 (64)
看護師 67.6  (466) 32.4(223) 100.0  (689) 1.0  (7)
介護職員 91.2(2,574) 8.8(249) 100.0(2,823) 0.8 (22)

   

常勤職員の割合 62.8(2,451) 60.5(379) 62.0(2,830) 94.7(124)
非常勤職員の割合 37.2(1,453) 39.5(247) 38.0(1,700) 5.3  (7)

合計 100.0(3,904) 100.0(626) 100.0(4,530) 100.0(131)
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２ ）社会福祉士の雇用ニーズ 

次に、通所介護事業所において認識されている課題(ニーズ)を尋ねた。これらの課題につ
いては、利用者への介入に関する課題(10項目)、家族への介入に関する課題(6項目)、機関・
組織への介入の課題(6項目)、他機関・他組織・地域への介入の課題(7項目)、の４つに大き
く分類し、合計29項目について通所介護事業所に回答を求めた。単純集計の結果は、表2-4-2
と表2-4-3の通りであるが、全体としてみると、いずれの課題も難しい、あるいは困難と認識
している事業所が5割を超えており、すべての課題に何らかの対応が必要であるという結果が
浮かび上がった。 
個別の結果についてみると、困難であると認識度が高い課題のトップ10のうち、利用者へ

の介入に関する課題の項目が8つと、上位を利用者に関する課題が占めることとなった。特に、
「自立支援」「尊厳の保持」を目指したサービスが難しいと認識している事業所はいずれも9
割を超えており、「自立支援」や「尊厳の自立」といった基本的な課題に関して、通所介護
事業所のほとんどがその難しさを感じているという結果となった。自立支援、尊厳の保持以
外にも、認知症のある利用者へのかかわり、ニーズの的確な把握、利用者の意志を尊重した
プログラムの提供、ニーズに応じたプランやプログラムの立案など、利用者関連の課題に対
する困難を抱えていることがわかった。 
次に、課題として認識していることで多かったのは、後進の人材の指導・育成、スーパー

バイザー的な役割を果たす人材、リーダーシップをとれる人材、指導・育成する人材がいな
いことであり、いずれの項目も8割程度が困難だと回答している。これらの項目は、機関・組
織への介入の課題に関する項目であるが、通所介護事業所においては、組織をリードする
様々な人材に関する課題があることが明らかにされた。その次に課題と認識している割合が
高い項目としては、「家族が持つ心配や不安への対応が難しい」「家族の問題を的確に把握
することが困難」など、家族への介入に関する課題があげられる。いずれの項目も7割以上が
困難だと認識している。最後に、認識している課題の中で他の項目と比較して、困難だと回
答している割合が低かった項目には、他機関・他組織・地域への介入に関する課題と、機
関・組織への介入の課題の中のPR活動や実習生やボランティアの受け入れ対応などが含まれ
ている。 
次に、上記の各課題に対する対応を、社会福祉士にどれくらい期待しているかを尋ねたが、

結果は表2-4-4と表2-4-5の通りである。全体として言えることは、課題や困難だと認識して
いることのほとんどすべての対応を、社会福祉士に期待しているということである。特に、
社会福祉士に対応を期待している項目の上位は、「利用者の「尊厳の保持」を目指したサー
ビスの提供が難しい」(86.9%)、「利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難し
い」(85.0%)、「利用者のニーズに応じたプランやプログラムなどの立案が難しい」(84.2%)、
「利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である」(83.8%)、「利用者からの苦情など
に対応するのが困難である」(82.0%)、「利用者の権利擁護への支援が難しい」(80.4%)など
であり、いずれも利用者に関する課題への対応であることが示された。この結果は、社会福
祉士が利用者の人権や権利、自立を援助する専門家であり、専門家としてこれらの課題への
対応が求められていることを示している。その他に、社会福祉士への期待度が高かった項目
として、「リーダーシップをとれる人材がいない」(80.3%)や「スーパーバイザー的な役割を
果たす人材がいない」(78.1%)があり、社会福祉士に対しては、施設や機関の管理的な立場で
の期待度も高いことがわかった。通所介護事業所では、利用者への対応を中心的に担う職員
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として介護職員がいるが、社会福祉士資格取得者の割合は、わずか１％である。今後は、介
護職員の中にも社会福祉士資格取得者の数を増加させる必要があるのではなかろうか。その
他、全体をみても、いずれの項目も社会福祉士に対応を期待していると回答している事業所
が6割を超えており、社会福祉士の働きに対する期待が非常に大きいことが伺えた。 
なお、現在解決を要する課題について自由回答で答えてもらったが、人材育成、教育・研修、
質の向上・管理、経営・運営などに関する記述が比較的多く、社会福祉士には利用者への直
接的な対応だけではなく、施設・機関内の人事管理、労務管理に関することが多いことがわ
かった。 
 

（２ ）課題（ニーズ）の認識と 社会福祉士への期待 

Q2-1 貴事業所において、以下のような課題（ニーズ）をどの程度認識されていますか。   

 また、それらの課題（ニーズ）への対応を、社会福祉士にどの程度期待していますか。  

 

【2-4-2 課題の認識(ニーズ)】（％） 
通所介護事業所（Ｎ＝293） 

    
質問項目（課題=ニーズ） 

認識して
いる計
（Ａ） 

大いに認
識してい
る 

まあ認識
している 

認識して
いない計 
（Ｂ） 

あまり認
識してい
ない 

まったく
認識して
いない 

利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 90.2 44.6 45.6 9.8 8.8 1.1
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 90.2 42.8 47.4 9.8 9.1 0.7
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 86.6 36.0 50.5 13.4 12.4 1.1
利用者のニーズに応じたプラン（計画）やプログラムなどの立案が難しい 83.5 38.0 45.4 16.5 15.5 1.1
認知症のある利用者へのかかわりが難しい 87.3 47.9 39.4 12.7 10.6 2.1
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 78.6 29.5 49.1 21.4 19.6 1.8
利用者の意志を尊重したプログラムの提供が難しい 85.3 33.7 51.6 14.7 14.0 0.7
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 79.6 31.2 48.4 20.4 16.1 4.2
利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 71.6 32.3 39.3 28.4 23.9 4.6
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難である 67.3 24.3 43.0 32.7 29.6 3.2
家族からの苦情などに対応するのが困難である 74.6 26.4 48.2 25.4 23.9 1.4
家族との関係づくりが困難である 72.6 30.2 42.5 27.4 24.6 2.8
家族の問題を的確に理解することが難しい 80.4 28.1 52.3 19.6 18.9 0.7
家族の持っている力を把握することが困難である 78.9 24.6 54.2 21.1 19.7 1.4
利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 79.6 36.1 43.5 20.4 18.6 1.8
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 78.9 28.2 50.7 21.1 20.4 0.7
リーダーシップをとれる人材がいない 79.6 36.3 43.3 20.4 18.0 2.5
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 82.0 43.0 39.1 18.0 16.9 1.1
後進の人材を指導・育成するのが困難である 83.0 41.5 41.5 17.0 15.6 1.4
事業所の年次計画などを立案することが困難である 66.5 21.8 44.7 33.5 30.3 3.2
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 72.1 24.7 47.3 27.9 25.8 2.1
サービスの利用率を高めるのが困難である 81.1 36.8 44.2 18.9 17.2 1.8
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 68.2 25.1 43.1 31.8 29.7 2.1
ケアマネージャー（介護支援専門員）との連絡・調整が難しい 62.2 21.9 40.3 37.8 33.6 4.2
地域（近隣住民・自治会など）との関係づくりが難しい 72.3 29.5 42.8 27.7 25.3 2.5
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 72.9 23.6 49.3 27.1 25.7 1.4
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 56.3 16.5 39.8 43.7 35.9 7.7
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 61.0 24.1 36.9 39.0 34.8 4.3
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 64.8 20.4 44.4 35.2 31.3 3.9

※無回答を除いて集計。 
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【2-4-3 課題の認識(ニーズ)：「認識している計」（Ａ）による並べ替え（再掲）】                   

（％） 
通所介護事業所（Ｎ＝293） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

認識して
いる計 
（Ａ） 

大いに
認識し
ている 

まあ認
識して
いる 

認識して
いない計
（Ｂ） 

あまり
認識し
ていな
い 

まった
く認識
してい
ない 

利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 90.2 44.6 45.6 9.8 8.8 1.1 
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 90.2 42.8 47.4 9.8 9.1 0.7 
認知症のある利用者へのかかわりが難しい 87.3 47.9 39.4 12.7 10.6 2.1 
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 86.6 36.0 50.5 13.4 12.4 1.1 
利用者の意志を尊重したプログラムの提供が難しい 85.3 33.7 51.6 14.7 14.0 0.7 
利用者のニーズに応じたプラン（計画）やプログラムなどの立案が
難しい 

83.5 38.0 45.4 16.5 15.5 1.1 

後進の人材を指導・育成するのが困難である 83.0 41.5 41.5 17.0 15.6 1.4 
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 82.0 43.0 39.1 18.0 16.9 1.1 
サービスの利用率を高めるのが困難である 81.1 36.8 44.2 18.9 17.2 1.8 
家族の問題を的確に理解することが難しい 80.4 28.1 52.3 19.6 18.9 0.7 
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 79.6 31.2 48.4 20.4 16.1 4.2 
利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 79.6 36.1 43.5 20.4 18.6 1.8 
リーダーシップをとれる人材がいない 79.6 36.3 43.3 20.4 18.0 2.5 
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 78.9 28.2 50.7 21.1 20.4 0.7 
家族の持っている力を把握することが困難である 78.9 24.6 54.2 21.1 19.7 1.4 
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 78.6 29.5 49.1 21.4 19.6 1.8 
家族からの苦情などに対応するのが困難である 74.6 26.4 48.2 25.4 23.9 1.4 
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 72.9 23.6 49.3 27.1 25.7 1.4 
家族との関係づくりが困難である 72.6 30.2 42.5 27.4 24.6 2.8 
地域（近隣住民・自治会など）との関係づくりが難しい 72.3 29.5 42.8 27.7 25.3 2.5 
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 72.1 24.7 47.3 27.9 25.8 2.1 
利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 71.6 32.3 39.3 28.4 23.9 4.6 
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 68.2 25.1 43.1 31.8 29.7 2.1 
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困
難である 

67.3 24.3 43.0 32.7 29.6 3.2 

事業所の年次計画などを立案することが困難である 66.5 21.8 44.7 33.5 30.3 3.2 
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 64.8 20.4 44.4 35.2 31.3 3.9 
ケアマネージャー（介護支援専門員）との連絡・調整が難しい 62.2 21.9 40.3 37.8 33.6 4.2 
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 61.0 24.1 36.9 39.0 34.8 4.3 
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 56.3 16.5 39.8 43.7 35.9 7.7 

※無回答を除いて集計。 
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【2-4-4 社会福祉士への期待】（％） 
通所介護事業所（Ｎ＝293） 
    

質問項目（課題=ニーズ） 

期待し
ている
計

（Ａ） 

大いに
期待し
ている 

まあ期
待して
いる 

期待して
いない計
（Ｂ） 

あまり
期待し
ていな
い 

まった
く期待
してい
ない 

利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 86.9 38.3 48.5 13.1 12.4 0.7 
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 85.0 37.2 47.8 15.0 13.9 1.1 
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 83.8 41.3 42.4 16.2 15.1 1.1 
利用者のニーズに応じたプラン（計画）やプログラムなどの立案が難し
い 

84.2 37.4 46.9 15.8 15.0 0.7 

認知症のある利用者へのかかわりが難しい 76.2 33.3 42.9 23.8 22.0 1.8 
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 80.1 35.3 44.9 19.9 19.1 0.7 
利用者の意志を尊重したプログラムの提供が難しい 79.0 33.5 45.6 21.0 20.2 0.7 
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 75.7 33.8 41.9 24.3 22.8 1.5 
利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 80.4 48.4 32.0 19.6 17.8 1.8 
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難で
ある 

72.6 31.4 41.2 27.4 24.8 2.6 

家族からの苦情などに対応するのが困難である 77.5 29.8 47.6 22.5 20.7 1.8 
家族との関係づくりが困難である 74.2 30.2 44.0 25.8 24.0 1.8 
家族の問題を的確に理解することが難しい 79.3 30.2 49.1 20.7 20.0 0.7 
家族の持っている力を把握することが困難である 77.5 30.9 46.5 22.5 21.5 1.1 
利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 78.0 39.9 38.1 22.0 20.9 1.1 
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 79.3 33.9 45.4 20.7 19.6 1.1 
リーダーシップをとれる人材がいない 80.3 39.8 40.5 19.7 17.5 2.2 
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 78.1 44.9 33.2 21.9 20.1 1.8 
後進の人材を指導・育成するのが困難である 78.1 35.8 42.3 21.9 19.7 2.2 
事業所の年次計画などを立案することが困難である 66.3 22.0 44.3 33.7 28.2 5.5 
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 69.0 24.8 44.2 31.0 27.0 4.0 
サービスの利用率を高めるのが困難である 68.2 24.8 43.4 31.8 27.0 4.7 
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 78.2 31.7 46.5 21.8 19.9 1.8 
ケアマネージャー（介護支援専門員）との連絡・調整が難しい 75.8 31.1 44.7 24.2 22.7 1.5 
地域（近隣住民・自治会など）との関係づくりが難しい 73.0 31.0 42.0 27.0 23.4 3.6 
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 75.9 34.3 41.6 24.1 21.2 2.9 
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 63.5 18.6 44.9 36.5 31.0 5.5 
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 71.4 24.5 46.9 28.6 24.9 3.7 
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 64.5 19.0 45.4 35.5 30.0 5.5 

※無回答を除いて集計。 

 

 
【2-4-5 社会福祉士への期待：「期待している計」（Ａ）による並べ替え（再掲）】                   

（％） 
通所介護事業所（Ｎ＝293） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

期待
して
いる
計 
（Ａ
） 

大い
に期
待し
てい
る 

まあ
期待
して
いる 

期待し
ていな
い計
（Ｂ） 

あま
り期
待し
てい
ない 

まっ
たく
期待
して
いな
い 

利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 86.9 38.3 48.5 13.1 12.4 0.7 
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 85.0 37.2 47.8 15.0 13.9 1.1 
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利用者のニーズに応じたプラン（計画）やプログラムなどの立案が難しい 84.2 37.4 46.9 15.8 15.0 0.7 
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 83.8 41.3 42.4 16.2 15.1 1.1 
利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 80.4 48.4 32.0 19.6 17.8 1.8 
リーダーシップをとれる人材がいない 80.3 39.8 40.5 19.7 17.5 2.2 
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 80.1 35.3 44.9 19.9 19.1 0.7 
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 79.3 33.9 45.4 20.7 19.6 1.1 
家族の問題を的確に理解することが難しい 79.3 30.2 49.1 20.7 20.0 0.7 
利用者の意志を尊重したプログラムの提供が難しい 79.0 33.5 45.6 21.0 20.2 0.7 
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 78.2 31.7 46.5 21.8 19.9 1.8 
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 78.1 44.9 33.2 21.9 20.1 1.8 
後進の人材を指導・育成するのが困難である 78.1 35.8 42.3 21.9 19.7 2.2 
利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 78.0 39.9 38.1 22.0 20.9 1.1 
家族からの苦情などに対応するのが困難である 77.5 29.8 47.6 22.5 20.7 1.8 
家族の持っている力を把握することが困難である 77.5 30.9 46.5 22.5 21.5 1.1 
認知症のある利用者へのかかわりが難しい 76.2 33.3 42.9 23.8 22.0 1.8 
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 75.9 34.3 41.6 24.1 21.2 2.9 
ケアマネージャー（介護支援専門員）との連絡・調整が難しい 75.8 31.1 44.7 24.2 22.7 1.5 
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 75.7 33.8 41.9 24.3 22.8 1.5 
家族との関係づくりが困難である 74.2 30.2 44.0 25.8 24.0 1.8 
地域（近隣住民・自治会など）との関係づくりが難しい 73.0 31.0 42.0 27.0 23.4 3.6 
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難である 72.6 31.4 41.2 27.4 24.8 2.6 
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 71.4 24.5 46.9 28.6 24.9 3.7 
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 69.0 24.8 44.2 31.0 27.0 4.0 
サービスの利用率を高めるのが困難である 68.2 24.8 43.4 31.8 27.0 4.7 
事業所の年次計画などを立案することが困難である 66.3 22.0 44.3 33.7 28.2 5.5 
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 64.5 19.0 45.4 35.5 30.0 5.5 
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 63.5 18.6 44.9 36.5 31.0 5.5 

※無回答を除いて集計。 

 

 

３ ）現在解決を要する課題（ニーズ）（通所介護事業所調査） 
○ 介護技術の質の向上、後進の人材育成、教育 
○ 介護サービス利用に対する利用者・家族の過敏な抵抗を取り除くこと 
○ 介護職員の質の向上、組織の一体化 
○ 介護職員のレベルアップ、職員間の協調性 
○ 介護保険改正により事業所の経営安定がみえない、制度の安定的環境づくりが必要である 
○ 介護保険制度改正に伴う収入源、人件費等のバランス 
○ 介護予防の取り組み 
○ 看護職と介護職の連携が難しい、調整役が必要 
○ 行政制度の活用法 
○ ケアプランの立案・モニタリングの実施 
○ 現場での問題に対応できない 
○ 高齢者虐待防止、要介護支援者の対応、地域権利擁護の活動 
○ 個別援助計画の立案が一人の職員で行っているのでなかなか進まない 
○ 個別対応、教育指導 
○ サービスの質の向上 
○ 事業拡大や新しい施設建設への参画 
○ 事業経営の安定人材確保 
○ 事業所内での教育・研修 
○ 施設機能を地域に還元すること 
○ 職員教育、サービス向上、経営の安定 
○ 職員数の不足、精神的な満足感を感じてもらうこと 
○ 職員に対するスーパーバイズ 
○ 職員の質向上、地域との連携 
○ 職員のチームワークづくり 
○ 職員の悩み、相談など問題発見の能力 
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○ 職員の不足 
○ 職種間、併設事業所間の連携・意識統一が難しい 
○ 人材育成（２件） 
○ 人材の確保、サービスの質の向上、人材不足 
○ スタッフの確保、利用者の転倒防止 
○ 制度に埋もれている方を発見し、サービスを利用してもらうかが課題 
○ デイサービス、密集地域での利用者確保 
○ 適切な組織の確立 
○ 統一されたサービスの提供（職員によってばらつきがある） 
○ パート職員の職業倫理、意識の向上と資質の向上 
○ 法人の理念に基づく職員の育成 
○ ボランティア等との地域連携 
○ リーダーの確保、または育成管理業務が行える人材の確保、または育成 
○ リーダーも必要とする中で、介護技術も要求されるのでバランスが難しい 
○ 利用サービスの変更を説明する事 
○ 利用者数の確保が難しい、運営が困難 
○ 利用者の確保、介護予防の方の対応 
○ 利用者の増強、職員の定着 
○ 利用者別のニーズにあったレク、自由時間の設定材料 
○ レク、機能訓練の充実 
○ 労働組合対策、人事考課に反対している 
○ ワーカーの人員不足、後進の人材育成、教育がゆっくり行えない 

 

 

（３ ）社会福祉士の採用 

社会福祉士をどの程度重視して採用するのかという問に対して、「大変重視する」は13.7%、
「ある程度重視する」は56.3%であり、重視すると肯定的に考えているのは、ちょうど7割で
あった。一方「ほとんど重視しない」は5.1%とわずかであった。通所介護事業所では、職員
採用の際に、社会福祉士の資格を重視しているのにもかかわらず、実際に採用されているの
は、1割にも満たない。このギャップは非常に大きい。今後、社会福祉士資格が重要であると
認識されているのにもかかわらず、採用されていない理由についての詳しい分析が必要であ
ろう。 
なお、社会福祉士の採用を重視しない理由を自由回答で尋ねているが、最も多かった理由

としては、介護福祉士、看護師、ケアマネなど他の資格で対応できるため、必要を感じない、
メリットがない、資格ではなく人間性や経験を重視、などの意見が出されていた。 
 
次に、通所介護事業所において、社会福祉士を採用する際に重視する点について尋ねてみ

ると、結果は表2-4-7の通りであった。最も重視度が高い項目は、「福祉現場で働く人材とし
ての倫理観･価値観など」(95.4%)と「社会福祉の援助技術に関する知識や理解」(92.2%)であ
り、これらは他の項目と比較しても極めて高いことがわかった。次に「介護にかかわる知識
や技術」(84.3%)や「社会福祉の制度や法令に関する知識や理解」(82.6%)が続いている。こ
れらの上位を占めるものは、ソーシャルワーカーとしては必須の倫理・価値、技術、そして
知識に関することであり、現場もそれらを社会福祉士に期待していることがわかった。 
通所介護事業所で求める社会福祉士とはどのようなものか、採用したい社会福祉士像につ

いて自由に記述してもらった。様々な社会福祉士像が自由記述にはあがっていた。代表的な
ものとしては、リーダー的な役割を果たす人、スタッフに信頼される人材、協調性のある人
材、バランスのある人、人間関係ができる人などがあり、全体的には、専門性というよりも、
人間性や人格に関することが多かったようである。その他には、他職種との連携・調整役、
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地域との連携など、人とのつなぎ目の役を求めていたり、知識や技術を求めている意見が多
かった。 
 
 
（４ ）社会福祉士を採用する際の考え方 

Q2-3 貴事業所において、社会福祉士の採用をどの程度重視されますか。  

 

【2-4-6 社会福祉士を採用する際の考え方１（どの程度重視するか）】（％・Ｎ） 
大変重視する 13.7 （40） 
ある程度重視する 56.3（165） 
あまり重視しない 21.8 （64） 
ほとんど重視しない 5.1 （15） 
無回答 3.1  （9） 
全体 100.0（293） 

 

 

Q2-4 貴事業所において、社会福祉士を採用する際には、以下の項目をどの程度重視されますか。 

 

【2-4-7 社会福祉士を採用する際の考え方２（重視する内容）】（％） 
通所介護事業所（Ｎ＝293） 
    

質問項目 

重視す
る計
（Ａ） 

たいへ
ん重視
する 

ある程
度重視
する 

重視し
ない計
（Ｂ） 

あまり
重視し
ない 

ほとん
ど重視
しない 

社会福祉の哲学・原理論などにかんする知識や理解 65.1 18.5 46.6 34.8 29.5 5.3 
社会福祉の制度や法令などにかんする知識や理解 85.5 34.8 50.7 14.5 12.4 2.1 
社会福祉の援助技術（ソーシャルワーク）にかんする知識や理解 92.2 52.3 39.9 7.8 6.0 1.8 
社会福祉の機関・組織の経営や運営などにかんする知識や理解 74.4 22.8 51.6 25.6 22.4 3.2 
介護にかかわる知識や技術 87.2 40.4 46.8 12.8 11.0 1.8 
福祉現場で働く人材としての倫理観・価値観など 95.4 64.2 31.2 4.6 3.5 1.1 

※無回答を除いて集計。 

 

■社会福祉の採用を重視し ない理由（通所介護事業所調査） 

 
○ 以前、採用し勤務した社会福祉士の知識・業務内容から、重視しません 
○ 介護支援専門員、社会福祉主事がいる 
○ 介護福祉士で対応できる 
○ 介護福祉士など実技資格を重視 
○ 看護職、介護職の雇用も難しい、有資格者を重視する余裕がない 
○ 希望者の多くが「上の立場に立ちたい」だけの人たちでした。まわりから期待される人でないと、上の立場には立たせられ
ないため 

○ 教科書にそった対応に偏りそうだから 
○ 協調性が無いので、必要ない 
○ ケアマネで対応可能 
○ 現在の職員構成で十分だと思うから 
○ 現在は介護福祉士で足りていますが、専門性を高め事業所の信頼を高めていくために社会福祉士は必要 
○ 現場では必要ない 
○ 資格、知識よりも人柄・経験を重視 
○ 資格があれば、一応安心、自覚を持ってやってくれそう 
○ 資格がなくてもできる仕事が多い 
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○ 資格者が居ればよいが、必要性を感じない 
○ 資格取得困難な割に何を資格とするか不明確、制度が確立して益々埋もれているような気がする 
○ 資格で仕事をするものではない、能力と対人関係を重視している 
○ 資格ではなく、人間性、生活、これまでの生活歴が重要 
○ 資格の有無よりも人格を優先する、経験が浅いと問題解決ができない 
○ 資格も大切ですが、人間性重視に考えております 
○ 事業所が小規模なので人件費の関係で介護福祉士等を重視している 
○ 施設開設にあたり、設置義務は無かった、現職員でも知識はあると思います 
○ 実践を伴わない発言が多い 
○ 社会福祉士の知識を活用することができない 
○ 社会福祉主事が頑張っているので、必ずしも社会福祉士を必要としない 
○ 人員基準とされていない、経費面でも手当を出せない 
○ 生活相談員で問題解決ができている 
○ 制度上謳っていないので 
○ 大規模施設ではないため 
○ 通所介護事業所で利用者に対しケアマネの関与、包括支援センターの関与など、複数のケアネットがあるので現在は必要を
感じていない 

○ デイサービス事業所なので、必要なし 
○ デスクワークのイメージが強い 
○ 同一敷地内（別事業所）に有資格者あり、日ごろから連携を取っている 
○ 当施設の社会福祉士がまったく期待できない状況、人間的に！ 
○ 独占業務がなく、資格取得のメリットが無い 
○ 特に社会福祉士でなければないらないという仕事が無いため 
○ 人間性が重要 
○ 必要性が無い（２件） 
○ 併設施設に社会福祉士がいるため 
○ 訪問介護業務ができないようでは現場での存在価値は無い→介護の素人です 
○ 利用者、家族との関係がうまくいっていること、リスクに対する注意力もアップしてきいるので社会福祉士への期待を感じ
ない 

 
（５ ）採用し たい社会福祉士像（通所介護事業所調査） 
○ いろんな状況を想定し、それに対応できる知識、経験からアドバイスしてくれる人 
○ 多くの情報を持った、かつ前向きの考えを持つ社会福祉士。制度的なことに対する知識がなかった社会福祉士の必要は無い
のではと思います（自分も社会福祉士ですが、とても反省しています） 

○ 介護現場での経験、人間性 
○ 介護施設での社会福祉士と介護職員との協調性、職務内容の相互理解のできる人 
○ 介護知識・技術にすぐれた人 
○ 介護の現場経験のある方、直接介護を介護員と共に行うことで、職員の気持ち・利用者の様子が理解できる 
○ 介護の知識や技術がある社会福祉士を採用したい 
○ 家族の抱える経済的内容への援助行政の利用の仕方 
○ 机上の知識だけでなく、現場経験のあるもの 
○ 気づき、思いやりの心を大切にしながら社会福祉の専門知識を活かし、利用者の尊厳を保持し適切な援助を提供できる人材
を求める 

○ 行政との連絡、利用者の権利擁護 
○ 業務内容へのマッチングとそれを応用、展開する能力社会経験、職歴も考慮する 
○ 教養があり、公的なもの、私的なものについての考察力があり、かつ実践できる人 
○ 経営を任せられる人材 
○ ケースバイケースの対応のできる人 
○ 現在は、採用計画はありません 
○ 現場経験者 
○ 現場に対応できる人材 
○ 権利擁護の知識、他職種との連携・調整役 
○ 高齢者、児童、障害者、等の各分野に対応できる人、地域と連携できる人 
○ 言葉や知識から入るのではなく、心を理解できる才能を求めます 
○ 採用予定なし（２件） 
○ 資格があっても、経験がないと活用方法が分からない 
○ 資格が優先してしまい、社会性に欠けている方が多いため、協調性や相手を理解しようと思う心をもつ方 
○ 資格も必要ですが、人と人の関わりが大切です、社会に出てすぐの現場を知らない人には任せられない部分が沢山あります 
○ 事業所のリーダーとして働ける人 
○ 仕事に対する熱意 
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○ 施設ケアと在宅ケアを総合的に調整できる人材 
○ 施設経験者でスキルアップとして社会福祉士を取得する方 
○ 実践力と知識力のある人 
○ 自分の知識を活用しながら、介護の実施にも積極的で強調性がある人材を求める 
○ 社会人として通用する人材、資格と現実のギャップがある 
○ 社会福祉士であっても、介護現場を経験させ方向を決めている、特に社会福祉士だからといって採用条件にしていない 
○ 社会福祉士のみでの採用はありません 
○ 社福士として知識や技術に優れ、現場でリーダーシップと協調性を発揮できる人材 
○ 小規模事業所では社会福祉士の役割への期待が少ない、社会福祉士の認識、社会参加意欲に疑問を感じる面もある 
○ 自立支援と売り上げ向上という課題を理解し活動できるプレイングマネージャー的な存在 
○ スーパーバイズできる人材温厚で情熱ある人 
○ スタッフ、利用者と協調して働け、リーダーシップのある方、素直で行動力のある人 
○ スタッフに信頼される人材を求めたい 
○ 生活相談員としての業務のみでなく、直接介護のできる人 
○ 制度、法令、ソーシャルワークの知識があり、ある程度介護現場で仕事が出来る人 
○ 制度の理解、社会資源の活用のできる人 
○ 制度や法令に関する知識、人間味のある人物 
○ 設置義務がないので、採用計画は無い 
○ 先見性のある人材 
○ 専門性があり、自分の仕事が事業所内でどの位置にあるかがわかり、仕事ができ、仕事について説明できる方 
○ 専門知識・技術で高齢者が地域で生活できるよう、介護、医療サービスなど関係機関と連携を図りながら、本人や家族を支
援していく 

○ 相談援助に関する専門知識のほか、利用者の尊厳の保持と自立支援の考え方を実践できる人材 
○ ソーシャルワーク 
○ 高い技術・経験をもちながらも、施設のカラーにうまく順応してくれる人材 
○ 他業種を含む実務経験が豊富な方、介護保険制度に精通している方 
○ 他事業・職種と連携を取れる人材 
○ 他職種との連携意欲の高さ、サラリーマン社会福祉士はいらない。外見・話し方、マニアックな福祉を語るものはいらない、
国政に興味が無いものはいらない 

○ 他職種との連携の取れる方 
○ 知識面のみでなく人間性を重視します 
○ どのような事態に遭遇しても、学びととらえ答えを出していける人材 
○ どんな方にも上手にコミュニケーションの取れる人間性豊かな人材、介護の現場では知識以上に心のある人材が必要です 
○ どんな時でも冷静でいられる人、チームワーク取りができる人、自分から仕事を見つけ出せる人、素直な人 
○ 人間観、宗教観など人間の本質を考えている方、内発的発展を考えている方、地域福祉の実践者 
○ 人間関係に対応できる人材 
○ 人間関係にバランスの取れた人、多様な価値を認めつつ、社会福祉の価値について統一性のある人材 
○ 人間性、温かみのある人 
○ 人間性がよくやる気のある人、おおらかで気がつく人 
○ 人柄の良い人材 
○ 人の心の痛みが分かる社会福祉士です 
○ 人の心をよむ 
○ 福祉のプロとして事業所の業績を上げる人材、ただ、社会福祉士の世間における認知も低く職域がどのようなものかも理解
が低い 

○ 福祉の倫理観、価値観がしっかりしている方、利用者に関わる熱意を持っている方、協調性がありチームワークを重視でき
る人 

○ フットワークのある人 
○ 皆と仲良くやってくれる人、利用する人、家族などの介護に対する問題について真剣に向き合い解決に意欲を持てる人 
○ 明朗ではっきり物事を処理できる、自分の立場を理解し行動する方 
○ 目的意識をしっかり持っている協調性がある、包容力がある、ストレス発散ができる夢をもっている 
○ もっと若者が受験できるようにする必要がある 
○ 豊かな感情、温かい人柄、経験と熱意のある人 
○ リーダーシップ、社交性、公平な倫理観を持つ人 
○ リーダーシップが取れること、他の職員に信頼をえられる人材一番大事なことは、人間性だと思います 
○ リーダーシップが発揮できる人材 
○ リーダーとしてチームワークを作り、職員間の仕事に対する意識の向上、介護労働に対する動機付けなど、質の向上に協力
してもらいたい 

○ 理念がある利用者のための仕事ができる、介護法に精通、コミュニケーション能力が高い 
○ 理念を持ち、志の高い人ニーズに応えられる人 
○ 利用者、家族、職員の相談に対応できる人材 
○ 利用者中心のサービスの提供を自信をもってすすめられる人材 
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○ 利用者の家族のニーズを把握して援助ができるような社会福祉を求める 
○ 利用者本人の立場に立って支援できる援助技術や価値観をもっている人 
○ 利用者や家族の権利を代弁しうる人、強い人権意識を持っている人、社会福祉の理念をしっかり持っていて、利用者本位に
考えることが出来る人、後進を育てることが出来る人 

○ 理論だけでなく、現場に対応できる知識と技術を持っている者 
○ 理論ではなく、現場に適応していける人材 
○ 理論のみでなく行動的で組織人として協調性のある方 
○ 臨機応変に対応できる人 
○ 老人福祉を理解できること、対話ができることその場、その時の状況を把握できること、優しい人 
○ ①介護職員を理解している、②性格が温和で根性かある、③事務に精密、責任感がある、パソコンに精通、④法律に深い知
識がある 

○ 社会福祉主事と同等の知識がある人、知識だけでなく業務を理解できる人 
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５ ．グループホームでの雇用実態 

 

（１ ）職員数および社会福祉士取得者 

事業所の総職員数および各職種の職員数の内訳、それぞれの資格取得者数と割合は表2-5-1
のとおりである。総職員数に占める常勤職員の割合は約7割であり、非常勤職員の割合は約3
割となった。 
専従・兼務職員別にみると、専従職員が90.5％、兼務職員が9.5％であり、専従職員の比率

が圧倒的に多い。兼務職員の状況を職種別にみると、管理責任者（施設長）は他の職務と兼
務している割合が44.9%で最も高く、計画作成担当者は38.0%、最も低い介護職員は8.5%とい
う結果であった。介護職員に兼務職員が少ない背景に、グループホームが認知症高齢者のケ
アという専門的なケアが求められる場であることが影響していると考えられる。また、常勤
職員では10.5％が兼務職員であるのに対して、非常勤職員は7.2％と比較的低い割合であった。 
社会福祉士資格の取得状況を見ると、常勤職員が3.6％、非常勤職員が2.4％、全職員に占

める社会福祉士資格取得者は3.2％と非常に低い割合であった。グループホームにおいては、
社会福祉士資格の取得者はまだ多くないという結果であった。職種別に社会福祉士資格取得
状況を比較してみると管理責任者（施設長）が2.1％、計画作成担当者が3.3％、介護職員が
0.7％という結果であり、管理職や相談職が社会福祉士資格を取得している割合が高いことが
わかった。 
 
１ ）職員 

Q1-3 貴事業所の総職員数、下記の職位あるいは職種の職員数（兼務者含む）をお答え下さい。 

 また、社会福祉士の有資格者の人数もお答え下さい。      

 

【2-5-1 職員数】（％・人） 
グループホーム（Ｎ＝160） 

 
全体 
 

専従職員数 兼務職員数 合計 
社会福祉士 
資格取得者数 

常勤職員 89.5(1,522) 10.5(179) 100.0(1,701) 3.6(61)
総職員数 

非常勤職員 92.8  (704) 7.2 (55) 100.0  (759) 2.4(18)
合計 90.5(2,226) 9.5(234) 100.0(2,460) 3.2(79)

管理責任者（施設長） 55.1  (103) 44.9 (84) 100.0  (187) 2.1 (4)
計画作成担当者 62.0  (171) 38.0(105) 100.0  (276) 3.3 (9)
介護職員 91.5(1,741) 8.5(162) 100.0(1,903) 0.7(14)

   

常勤職員の割合 68.4(1,522) 76.5(179) 69.0(1,701) 77.2(61)
非常勤職員の割合 31.6 (704) 23.5 (55) 31.0  (759) 22.8(18)

合計 100.0(2,226) 100.0(234) 100.0(2,460) 100.0(79)
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２ ）社会福祉士の雇用ニーズ 

グループホームにおいて認識されている課題（ニーズ）と、その各課題に対する対応を社
会福祉士にどの程度期待しているかを尋ねた。利用者への介入に関する課題（9項目）、家族
への介入に関する課題（7項目）、機関・組織への介入に関する課題（5項目）、他機関・他
組織・地域への介入に関する課題（8項目）の4つに分類し、合計29項目について回答を求め
た。 
はじめに、グループホームにおいて認識されている課題（ニーズ）について見ていきたい。

グループホームにおいて認識されている課題については、単純集計の結果は表2-5-2（表2-5-
3昇順並べ替え再掲）の通りである。全体としてみてみると、いずれの課題についても難しさ
や困難を「大いに認識している」「まあ認識している」と回答した事業所の割合が5割を超え
ている。すべての課題について何らかの対応を必要としていると考えられる。 
個別の結果を見てみると、「認識している」という回答が最も多かった課題のトップ10の

うち、利用者への介入に関する課題が6項目を占め、続いて家族への介入に関する課題が3項
目、機関・組織への介入に関する課題が1項目となった。中でも、利用者への介入に関する課
題の「利用者の尊厳の保持を目指したサービス提供」「利用者の入居前の生活継続」「利用
者の自立支援を目指したサービス提供」「利用者のニーズの的確な理解」「利用者の問題行
動への対応」「利用者のニーズに応じたプラン（計画）やプログラムの立案」といった利用
者本位のサービス提供に関する基本的な課題が上位6つを占め、それぞれ8割以上の事業所が
困難や難しさを感じているという結果となった。これらに続くのが、「家族が持つ心配や不
安への対応」「利用者と家族の考え方が異なるときの調整」「後進の人材を指導・育成」
「家族との関係作り」「利用者と家族の交流維持」といった項目であった。これらについて7
割以上の事業所が困難や難しさを認識していると回答していた。一方、他の項目として困難
を認識しているという回答の割合が低かった項目は、「事業所の広報やPR」「実習生やボラ
ンティアの受け入れ」「行政や医療機関等との連携」「第三者評価受審・結果への対応」
「事業所の年次計画立案」「他機関・他組織とのネットワークづくり」「地域との関係作
り」「職員研修の企画・運営」などであり、機関・組織への介入に関する課題や他機関・他
組織・地域への介入に関する課題について、認識の低さが目立った。 
次に、上記に各課題に対する対応を、社会福祉士にどの程度期待しているかを尋ねた。結果
は表2-5-4(表2-5-5昇順並べ替え再掲)の通りである。社会福祉士に対応を期待しているとい
う回答の割合が7割を超えた項目は、「利用者の尊厳の保持を目指したサービス提供」「利用
者の権利擁護」「利用者の尊厳の保持」「家族の問題の的確な理解」「利用者の自立支援を
目指したサービス提供」「利用者と家族の考え方が異なるときの調整」「家族の持っている
力の把握」「家族がもつ心配や不安への対応」であった。利用者および家族への介入に関す
る課題への対応を社会福祉士に期待しているという結果が示されたといえる。この結果から
は、グループホームにおいて利用者の権利擁護やニーズの把握、家族への支援や関係調整、
苦情解決の専門家として役割を果たすことが、社会福祉士に期待されていると考えられる。
その他の項目を見ても、6割台が16項目、5割台が5項目であり、いずれの項目でも社会福祉士
による対応を期待していることが伺えた。 
これらの期待に対して、職員の社会福祉士資格取得状況はどの職種においてもかなり低い

割合にとどまっていた。グループホームにおいて社会福祉士資格取得者の採用を進めること
や職員の資格取得を支援することによってケアの質を高めていくことが出来ると考えられ、



 - 40 -

今後の人材確保に向けた課題といえる。 
項目として挙げてはいなかったが、解決を要する課題として自由記述に記入されていたも

のをまとめてみると、「医療面での対応や連携」「ターミナルケアや看取りへの対応」「運
営への家族の協力・参加促進」「職員のストレスへの対応」「入居者の重度化への対応」
「夜間や災害などへの緊急対応の体制づくり」などであった。医療との連携やターミナルケ
ア・看取りに関する記述が多く見られており、グループホームにおいて、社会福祉士が医療
との連携の役割を担うことが期待されていることが考えられる。 
 
（２ ）課題（ニーズ）の認識と 社会福祉士への期待 

Q2-1 
貴事業所において、以下のような課題（ニーズ）をどの程度認識されています

か。 
  

 また、それらの課題（ニーズ）への対応を、社会福祉士にどの程度期待していますか。 

 

【2-5-2 課題の認識(ニーズ)】（％） 
グループホーム（Ｎ＝160） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

認識し
ている
計 

（Ａ） 

大いに
認識し
ている 

まあ認
識して
いる 

認識して
いない計
（Ｂ） 

あまり
認識し
ていな
い 

まった
く認識
してい
ない 

利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 84.7 54.0 30.7 15.3 12.0 3.3
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 83.9 50.3 33.6 16.1 14.1 2.0
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 83.8 42.6 41.2 16.2 14.2 2.0
利用者のニーズに応じたプラン（計画）やプログラムなどの立案が難し
い 81.3 46.7 34.7 18.7 16.0 2.7
利用者の問題行動などへの対応が難しい 83.3 44.7 38.7 16.7 14.7 2.0
利用者の入居前の生活を継続するのが困難である 84.7 38.0 46.7 15.3 12.7 2.7
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 74.3 43.2 31.1 25.7 19.6 6.1
利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 72.0 33.3 38.7 28.0 24.7 3.3
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難で
ある 74.1 31.3 42.9 25.9 19.0 6.8
家族からの苦情などに対応するのが困難である 73.5 32.0 41.5 26.5 19.7 6.8
家族との関係づくりが困難である 72.8 30.6 42.2 27.2 20.4 6.8
家族の問題を的確に理解することが難しい 74.0 32.2 41.8 26.0 23.3 2.7
家族の持っている力を把握することが困難である 71.2 26.0 45.2 28.8 24.0 4.8
利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 77.2 34.5 42.8 22.8 20.0 2.8
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 77.4 32.2 45.2 22.6 19.9 2.7
利用者と家族の交流を維持するのが困難である 74.7 30.1 44.5 25.3 18.5 6.8
リーダーシップをとれる人材がいない 71.9 37.0 34.9 28.1 22.6 5.5
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 70.5 32.9 37.7 29.5 22.6 6.8
後進の人材を指導・育成することが困難である 76.7 43.2 33.6 23.3 20.5 2.7
事業所の年次計画などを立案することが困難である 62.3 26.7 35.6 37.7 30.8 6.8
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 69.2 28.8 40.4 30.8 26.0 4.8
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 59.3 24.1 35.2 40.7 34.5 6.2
地域（近隣住民・自治会など）との関係づくりが難しい 69.9 31.5 38.4 30.1 22.6 7.5
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 67.6 27.6 40.0 32.4 27.6 4.8
ホームの行事への地域住民の参加を得るのが困難である 74.5 31.7 42.8 25.5 19.3 6.2
地域の行事への入居者の参加について、住民の理解を得るのが難しい 69.4 32.6 36.8 30.6 21.5 9.0
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 54.5 20.7 33.8 45.5 35.9 9.7
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第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 62.5 27.1 35.4 37.5 29.2 8.3
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 60.4 23.6 36.8 39.6 31.9 7.6

※無回答を除いて集計。 

 

 

【2-5-3 課題の認識(ニーズ)：「認識している計」（Ａ）による並べ替え（再掲）】（％） 
グループホーム（Ｎ＝160） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

認識し
ている
計 

（Ａ） 

大いに
認識し
ている 

まあ認
識して
いる 

認識して
いない計
（Ｂ） 

あまり
認識し
ていな
い 

まった
く認識
してい
ない 

利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 84.7 54.0 30.7 15.3 12.0 3.3 
利用者の入居前の生活を継続するのが困難である 84.7 38.0 46.7 15.3 12.7 2.7 
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 83.9 50.3 33.6 16.1 14.1 2.0 
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 83.8 42.6 41.2 16.2 14.2 2.0 
利用者の問題行動などへの対応が難しい 83.3 44.7 38.7 16.7 14.7 2.0 
利用者のニーズに応じたプラン（計画）やプログラムなどの立案が難し
い 

81.3 46.7 34.7 18.7 16.0 2.7 

家族が持つ心配や不安への対応が難しい 77.4 32.2 45.2 22.6 19.9 2.7 
利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 77.2 34.5 42.8 22.8 20.0 2.8 
後進の人材を指導・育成することが困難である 76.7 43.2 33.6 23.3 20.5 2.7 
利用者と家族の交流を維持するのが困難である 74.7 30.1 44.5 25.3 18.5 6.8 
ホームの行事への地域住民の参加を得るのが困難である 74.5 31.7 42.8 25.5 19.3 6.2 
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 74.3 43.2 31.1 25.7 19.6 6.1 
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難で
ある 

74.1 31.3 42.9 25.9 19.0 6.8 

家族の問題を的確に理解することが難しい 74.0 32.2 41.8 26.0 23.3 2.7 
家族からの苦情などに対応するのが困難である 73.5 32.0 41.5 26.5 19.7 6.8 
家族との関係づくりが困難である 72.8 30.6 42.2 27.2 20.4 6.8 
利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 72.0 33.3 38.7 28.0 24.7 3.3 
リーダーシップをとれる人材がいない 71.9 37.0 34.9 28.1 22.6 5.5 
家族の持っている力を把握することが困難である 71.2 26.0 45.2 28.8 24.0 4.8 
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 70.5 32.9 37.7 29.5 22.6 6.8 
地域（近隣住民・自治会など）との関係づくりが難しい 69.9 31.5 38.4 30.1 22.6 7.5 
地域の行事への入居者の参加について、住民の理解を得るのが難しい 69.4 32.6 36.8 30.6 21.5 9.0 
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 69.2 28.8 40.4 30.8 26.0 4.8 
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 67.6 27.6 40.0 32.4 27.6 4.8 
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 62.5 27.1 35.4 37.5 29.2 8.3 
事業所の年次計画などを立案することが困難である 62.3 26.7 35.6 37.7 30.8 6.8 
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 60.4 23.6 36.8 39.6 31.9 7.6 
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 59.3 24.1 35.2 40.7 34.5 6.2 
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 54.5 20.7 33.8 45.5 35.9 9.7 

※無回答を除いて集計。 
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【2-5-4 社会福祉士への期待】（％） 
グループホーム（Ｎ＝160） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

期待し
ている
計 

（Ａ） 

大いに
期待し
ている 

まあ期
待して
いる 

期待して
いない計
（Ｂ） 

あまり
期待し
ていな
い 

まった
く期待
してい
ない 

利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 72.0 30.3 41.7 28.0 21.2 6.8 
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 70.8 26.9 43.8 29.2 23.1 6.2 
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 68.5 26.2 42.3 31.5 24.6 6.9 
利用者のニーズに応じたプラン（計画）やプログラムなどの立案が難し
い 69.5 27.5 42.0 30.5 23.7 6.9 
利用者の問題行動などへの対応が難しい 66.4 26.0 40.5 33.6 26.7 6.9 
利用者の入居前の生活を継続するのが困難である 69.5 24.4 45.0 30.5 23.7 6.9 
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 74.0 35.1 38.9 26.0 19.1 6.9 
利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 72.5 42.7 29.8 27.5 20.6 6.9 
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難で
ある 65.1 26.4 38.8 34.9 26.4 8.5 
家族からの苦情などに対応するのが困難である 69.0 27.9 41.1 31.0 24.0 7.0 
家族との関係づくりが困難である 69.0 27.1 41.9 31.0 23.3 7.8 
家族の問題を的確に理解することが難しい 71.3 28.7 42.6 28.7 22.5 6.2 
家族の持っている力を把握することが困難である 70.5 27.1 43.4 29.5 23.3 6.2 
利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 70.5 29.5 41.1 29.5 23.3 6.2 
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 70.5 27.9 42.6 29.5 23.3 6.2 
利用者と家族の交流を維持するのが困難である 67.4 24.0 43.4 32.6 25.6 7.0 
リーダーシップをとれる人材がいない 62.0 36.4 25.6 38.0 31.0 7.0 
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 65.1 36.4 28.7 34.9 25.6 9.3 
後進の人材を指導・育成することが困難である 66.7 34.1 32.6 33.3 25.6 7.8 
事業所の年次計画などを立案することが困難である 55.8 24.0 31.8 44.2 34.9 9.3 
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 64.3 24.0 40.3 35.7 28.7 7.0 
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 67.2 27.3 39.8 32.8 26.6 6.3 
地域（近隣住民・自治会など）との関係づくりが難しい 63.6 23.3 40.3 36.4 27.9 8.5 
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 65.6 26.6 39.1 34.4 28.9 5.5 
ホームの行事への地域住民の参加を得るのが困難である 58.6 21.1 37.5 41.4 34.4 7.0 
地域の行事への入居者の参加について、住民の理解を得るのが難しい 57.5 22.0 35.4 42.5 33.9 8.7 
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 58.1 19.4 38.8 41.9 31.0 10.9 
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 62.2 27.6 34.6 37.8 28.3 9.4 
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 58.3 22.8 35.4 41.7 33.1 8.7 

 

 

【2-5-5 社会福祉士への期待：「期待している計」（Ａ）による並べ替え（再掲）】（％） 
グループホーム（Ｎ＝160） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

期待し
ている
計 

（Ａ） 

大いに
期待し
ている 

まあ期
待して
いる 

期待して
いない計
（Ｂ） 

あまり
期待し
ていな
い 

まった
く期待
してい
ない 

利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 74.0 35.1 38.9 26.0 19.1 6.9
利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 72.5 42.7 29.8 27.5 20.6 6.9
利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 72.0 30.3 41.7 28.0 21.2 6.8
家族の問題を的確に理解することが難しい 71.3 28.7 42.6 28.7 22.5 6.2
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 70.8 26.9 43.8 29.2 23.1 6.2
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利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 70.5 29.5 41.1 29.5 23.3 6.2
家族の持っている力を把握することが困難である 70.5 27.1 43.4 29.5 23.3 6.2
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 70.5 27.9 42.6 29.5 23.3 6.2
利用者のニーズに応じたプラン（計画）やプログラムなどの立案が難し
い 

69.5 27.5 42.0 30.5 23.7 6.9

利用者の入居前の生活を継続するのが困難である 69.5 24.4 45.0 30.5 23.7 6.9
家族からの苦情などに対応するのが困難である 69.0 27.9 41.1 31.0 24.0 7.0
家族との関係づくりが困難である 69.0 27.1 41.9 31.0 23.3 7.8
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 68.5 26.2 42.3 31.5 24.6 6.9
利用者と家族の交流を維持するのが困難である 67.4 24.0 43.4 32.6 25.6 7.0
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 67.2 27.3 39.8 32.8 26.6 6.3
後進の人材を指導・育成することが困難である 66.7 34.1 32.6 33.3 25.6 7.8
利用者の問題行動などへの対応が難しい 66.4 26.0 40.5 33.6 26.7 6.9
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 65.6 26.6 39.1 34.4 28.9 5.5
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難で
ある 

65.1 26.4 38.8 34.9 26.4 8.5

スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 65.1 36.4 28.7 34.9 25.6 9.3
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 64.3 24.0 40.3 35.7 28.7 7.0
地域（近隣住民・自治会など）との関係づくりが難しい 63.6 23.3 40.3 36.4 27.9 8.5
第三者評価や受審や評価結果への対応が難しい 62.2 27.6 34.6 37.8 28.3 9.4
リーダーシップをとれる人材がいない 62.0 36.4 25.6 38.0 31.0 7.0
ホームの行事への地域住民の参加を得るのが困難である 58.6 21.1 37.5 41.4 34.4 7.0
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 58.3 22.8 35.4 41.7 33.1 8.7
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 58.1 19.4 38.8 41.9 31.0 10.9
地域の行事への入居者の参加について、住民の理解を得るのが難しい 57.5 22.0 35.4 42.5 33.9 8.7
事業所の年次計画などを立案することが困難である 55.8 24.0 31.8 44.2 34.9 9.3

※無回答を除いて集計。 
 

 

３ ）現在解決を要する課題（ニーズ）（グループホーム調査） 
○ ＢＰＳＤや突発的に入居者とのトラブルになりがちな職員の感情・態度、プロフェッショナルに向けての業務、意識、
賃金の改善 

○ 医療面で困ることが多い 
○ 運営に家族の協力・参加を得ること 
○ 職員意識の向上、利用者本位の支援 
○ 職員のストレスの問題 
○ 職種にこだわらずマルチに仕事が出来る人 
○ スタッフの質の向上 
○ 制度、介護、運営等、多様な側面から考えられることができる人材の育成が重要課題 
○ 尊厳ある生活の維持向上 
○ ターミナルケア実施のための研修 
○ ターミナルに対する取り組み 
○ 他事業所とのつながり職員の教育、給与 
○ 地域とのつながり、協力がない 
○ 入居者の重度化への対応 
○ 入居者の身体状況に合わせた環境、設備の改善、整備、夜間の緊急対応ができる体制づくり、防災体制の強化 
○ 入所者の重度化に対応したケア医療との連携のあり方 
○ 認知症の方のデイサービス利用対応 
○ フォーマル、インフォーマル等、社会的な情報を取り入れ、地域に開かれた施設にしていくこと 
○ 看取りに関すること、地域の中核施設になること 
○ 看取り介護 
○ 目に見えない、形にあらわれない虐待・拘束成年後見制度 
○ リーダーシップが取れる人材の発掘 
○ 利用者の人の笑顔がずうっと続けるには！ 

 
（３ ）社会福祉士の採用 
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グループホームにおいて社会福祉士を採用する際の考え方について、どの程度重視するか、

どのような内容を重視するかについて尋ねた。結果は表 2-5-6および表2-5-7の通りとなっ
た。 
どの程度社会福祉士の採用を重視するかについて、約半数の事業所が「重視する」「ある

程度重視する」と回答している。グループホームにおける社会福祉士資格取得者数との比較
から考えてみると、約半数の事業所で採用を重視しているにもかかわらず社会福祉士資格取
得者数が非常に少ないというアンバランスな状況にあることが分かる。 
一方で、グループホームにおいて社会福祉士の採用を重視しない理由について、自由記述

してもらった。大きくまとめると、「制度上必要がない」「業務上必要がない」「給与面」
「資格より人間性を重視」「資格より経験・介護技術を重視」などが挙げられる。最も多か
ったのは「業務上必要がない」に関連する記述であったが、「相談業務は他の専門職で代
用」「社会福祉士の業務内容が分からない」「社会福祉士がいると家庭的な個性を失い、サ
ービスが画一化する」など、社会福祉士の専門性が十分に理解されていないと感じられる記
述も多く含まれていた。続いて、「制度上必要がない」に関連する記述も多かった。また、
人間性や人格などといった採用者の主観的な印象を重視する姿勢や知識や資格よりも経験を
重視する姿勢が記述されていた。特にこれらの点については、国家資格に関する理解と社会
福祉士の専門性・役割も含めた認知度の向上が急務であると考えられる。 
次に、社会福祉士を採用する際にどのような内容を重視するかについて見ていきたい。

「重視する」という回答が最も多かったのは「福祉現場で働く人材としての倫理観・価値観
など」であり、続いて多かったのは「介護に関わる知識や技術」「社会福祉の援助技術（ソ
ーシャルワーク）にかんする知識や理解」「社会福祉の制度や法令にかんする知識や理解」
という結果であった。これらの項目は、80%を越える事業所が重視すると回答していた。グル
ープホームで社会福祉士を採用する際には、倫理観や価値観はもとより、社会福祉の援助技
術（ソーシャルワーク）にかんする知識や理解だけではなく、介護にかかわる知識や理解が
重視されていることがわかる。また、社会福祉士を取得している割合が介護職に比べて高か
った管理責任者や計画作成担当者にも、介護にかかわる知識や理解が求められていることが
考えられる。 
グループホームで採用したい社会福祉士像について、自由記述で回答してもらった。その

結果、最も多かったのは「思いやり」や「向学心」「柔軟な考え」「前向きな考え」「豊か
な人間性」などといった言葉に表される「性格や人間性、価値観」に関する記述であった。
次に多かったのが、利用者や家族、地域住民、他施設、他機関などとの関係づくりや連絡調
整など、「他者との連携」に関する記述、続いて「介護業務」に関する記述、「知識を持っ
ていることとそれを応用する力がある」ことに関する記述、「相談業務」に関する記述、
「他のスタッフの教育ができる」ことに関する記述などがあった。 
リーダーシップや思いやり、豊かな人間性を備え、介護などの技術も持ちつつ、他者との

連携や相談業務など広くグループホーム内での役割を果たせる社会福祉士像が記述されてい
た。これらの記述から、小規模なグループホーム内で少人数のスタッフによってケアが提供
されている現場において、ひとりで何役もの役割を果たせる人材が求められていることが考
えられる。その一方で、「社会福祉士は管理者や計画作成担当者になるべき」といった役割
を限定した社会福祉士像を指摘する記述も見受けられた。 



 - 45 -

 

 

（４ ）社会福祉士を採用する際の考え方 

 

Q2-3 貴事業所において、社会福祉士の採用をどの程度重視されますか。  

 

【2-5-6 社会福祉士を採用する際の考え方１（どの程度重視するか）】（％・Ｎ） 
大変重視する 5.6  （9） 
ある程度重視する 41.3 （66） 
あまり重視しない 33.8 （54） 
ほとんど重視しない 13.8 （22） 
無回答 5.6  （9） 
全体 100.0（160） 

 

 

Q2-4 貴事業所において、社会福祉士を採用する際には、以下の項目をどの程度重視されますか。 

 

【2-5-7 社会福祉士を採用する際の考え方２（重視する内容）】（％） 
グループホーム（Ｎ＝160） 
    

質問項目 

重視す
る計
（Ａ） 

たいへ
ん重視
する 

ある程
度重視
する 

重視し
ない計
（Ｂ） 

あまり
重視し
ない 

ほとん
ど重視
しない 

社会福祉の哲学・原理論などにかんする知識や理解 63.2 17.4 45.8 36.8 29.2 7.6 
社会福祉の制度や法令などにかんする知識や理解 80.8 28.8 52.1 19.2 13.0 6.2 
社会福祉の援助技術（ソーシャルワーク）にかんする知識や理解 85.5 40.7 44.8 14.5 9.7 4.8 
社会福祉の機関・組織の経営や運営などにかんする知識や理解 69.0 22.1 46.9 31.0 22.8 8.3 
介護にかかわる知識や技術 85.6 40.4 45.2 14.4 9.6 4.8 
福祉現場で働く人材としての倫理観・価値観など 89.7 57.5 32.2 10.3 5.5 4.8 

※無回答を除いて集計。 

 

 
■社会福祉士の採用を重視し ない理由（グループホーム調査） 
○ ８名定員のＧＨでは社会福祉士の配置の必要を感じない 
○ 以前採用していたが得られるものがなかった 
○ いなくてもやっていける、採用の義務付けがあれば検討する 
○ 介護支援専門員、認知症ケア専門士など他の資格者がいるため 
○ 看護師で代用できている 
○ 基準上必要が無いため 
○ 給与面とグループホームでの必要性 
○ グループホームでは必要ない 
○ 現行制度で必要ない、経験がない者は理論で解決しようとするため、応用ができない 
○ 現場に入れずに知識だけある人では使えない 
○ 高給は払えないと思います 
○ 個人の性格と経験、やる気の問題 
○ 資格より人格を重視する 
○ 資格より人間性重視 
○ 仕事がない 
○ 社会福祉士がグループホームで活躍できるか分からない 
○ 社会福祉士が多いとグループホームの目指す家庭的、個性を失い画一的になる心配がある、給与、財政面も影響ある 
○ 社会福祉士数が少なく採用することができない 
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○ 社会福祉士の業務内容が分からない 
○ 社会福祉士の資格よりも介護技術やその人柄を重視するので 
○ 小規模であるため施設長が対応している 
○ 小規模なので、社会福祉士に限定した業務は無い、相談業務はホーム長・管理者が行っている 
○ 人員基準にないから 
○ 同一法人に採用しているから 
○ 当グループホームには必要ありません 
○ 必要性を感じていない（２件） 
○ ヘルパーで対応できる疾病は看護師で対応中途半端である 

 
（５ ）採用し たい社会福祉士像（グループホーム調査） 
○ 相手の立場にたって物事を考えられる人 
○ 思いやり、人生経験のある人 
○ 介護職の知識として制度、法令は日常的に必要なので現場に一人必要だと考える 
○ 介護の現場で働くことに意欲的、利用者、家族、職員、自治体との関係作りに積極的な方 
○ 介護福祉士、ケアマネの資格取得を重要視しています 
○ 介護をしながらソーシャルワークをできる人 
○ 机上の理論だけではなく、現場のケア職員との関係を重視できる人 
○ 基礎知識を有し、応用力のある人材 
○ グループホームでは人生経験が必要、人間的に幅がある人 
○ 現場ケアに習熟した技術と倫理観があり、利用者、家族に信頼される人材、認知症ケアに理解が深い人材、他スタッフ
の指導をできる人材 

○ 現場で活躍できる資格であってほしい、現場スタッフにスーパーバイズできる人材 
○ 現場で知識を活かした援助ができる人材 
○ 現場で直面することに、ある程度の知識を踏まえた上で、当事者、関係者が納得できる方向性を模索できる社会福祉士が最
良。創造性が必要、グループホームにおいて、本来社会福祉士のような人材が管理者や計画作成担当者になるべきである。し
かし、ＭＳＷ等の社会福祉士有資格者においては、実際の家族や当人の意向や希望を制度下にマッチングさせることで精一杯
の様子です、そして教科書通りにしか動かないと言う方が多いように感じています。やはり国家資格者としての専門性や所得
後の向学心等を持った社会福祉士が数多く存在できるよう期待します 

○ 現場でリーダーシップをとってがんばっていてくれる人 
○ 言葉使いができる人、自分の気持ちを伝えられる人 
○ 資格があるだけでは採用しない、本人の資質、介護に対する情熱、他人に対する思いやりを採用の基準としている 
○ 社会福祉士という枠にとらわれずに柔軟な考えをもち、介護の現場でも活躍できる人 
○ 社会福祉士の社会的認知不足及び必要性がない 
○ 人格である 
○ 自立した生活や仕事に対する意欲、前向きな考え方などを備えた人 
○ スタッフ間の協調性のある人 
○ スタッフのへの教育、家族の相談に対応できる人材 
○ 生活相談員としての業務 
○ ソーシャルワーク全般、高い人間性を備えた幹部候補として 
○ 対象者、家族、他機関、施設と連絡調整など的確に対応できる社会福祉士 
○ 他職種、家族、地域住民、役員代表などとの連携を円滑に行い、入居者の自立支援を目標に立ち振る舞いができる役割を担
う職種だと考えている 

○ 特に期待しない 
○ 人間性が大事資格を武器として前面に出さないように願っています 
○ 人間性豊かな方 
○ 人間性を重視資質が大切 
○ 認知症の理解と介護の基本が分かる人 
○ 人との接点を大事にできる人、自分自身と向き合える人 
○ 福祉大をでた新卒よりも現場に長く携わった人が入居者の心を理解する、新卒の若い人は理想論ばかり先行して頭でっかち
です 

○ プロであり、自分の資格の意義をヘルパーに認識させられるような人材 
○ 理念にそった自分の役割 
○ 利用者や家族の立場にたって相談にのれる人物 
○ 将来的な目標が確立している貢献度が高い資格＝給料という考えを持たず、職務に見合った業績を残せる人物、人物の人間
性 
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６ ．居宅介護支援事業所での雇用実態 

 

（１ ）職員数および社会福祉士取得者 

まず、表2－6－1で居宅介護支援事業所の職員の状況についてみよう。回答のあった事業所
の職員総数は約4,000人であり、常勤・非常勤の割合をみると常勤職員が約60％、非常勤が約
40％であった。専従・兼務の別をみると、全職員のうち約91％が専従であり、兼務は約9％で
あったが、職種で見ると管理責任者の約40％が兼務であった。居宅介護支援事業所の場合、
単独設置よりもほとんど他の事業所との併設設置であることが多いので、管理責任者では併
設事業所との兼務となることが当然考えられる。 
次に、社会福祉士資格の取得状況をみてみよう(表2－6－1)。全職員のうち社会福祉士資格

取得者の割合は、3.6％であり、今回の調査対象事業所の中では１番高い取得割合であった。
常勤・非常勤の別では、常勤の6.4％、非常勤の0.6％が資格取得者であり、両者に大きな開
きがあることが分かった。職種別にみると、管理責任者で8.1％、主任介護支援専門員で
9.5％、介護支援専門員で6.6％という取得割合であり、主任介護支援専門員で取得者割合が
高いという結果であった。全般的に社会福祉士資格取得者が低率であるのは、一般的に介護
支援専門員の多くが介護福祉士出身者であり、社会福祉士出身者が少ないということが影響
しているのであろう。 
 
１ ）職員 

Q1-3 貴事業所の総職員数、下記の職位あるいは職種の職員数（兼務者含む）をお答え下さい。 

 また、社会福祉士の有資格者の人数もお答え下さい。      

 

【2-6-1 職員数】（％・人） 
居宅介護支援事業所（Ｎ＝273） 

 
全体 
 

専従職員数 兼務職員数 合計 
社会福祉士 
資格取得者数 

常勤職員 88.8(2,072) 11.2(262) 100.0(2,334) 5.7(133)
総職員数 

非常勤職員 95.0(1,535) 5.0 (81) 100.0(1,616) 0.6 (10)
合計 91.3(3,607) 8.7(343) 100.0(3,950) 3.6(143)

管理責任者（施設長） 59.8  (177) 40.2(119) 100.0  (296) 8.1 (24)
主任介護支援専門員 72.6   (61) 27.4 (23) 100.0   (84) 9.5  (8)
介護支援専門員 77.8  (670) 22.2(191) 100.0  (861) 6.6 (57)

   

常勤職員の割合 57.4(2,072) 76.4(262) 59.1(2,334) 93.0(133)
非常勤職員の割合 42.6(1,535) 23.6 (81) 40.9(1,616) 7.0 (10)

合計 100.0(3,607) 100.0(343) 100.0(3,950) 100.0(143)
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２ ）社会福祉士の雇用ニーズ 

ここでは、居宅介護支援事業所において認識されている課題（ニーズ）を尋ねている。課
題としては、利用者への介入に関する課題(10項目)、家族への介入に関する課題(8項目)、機
関・組織への介入の課題(5項目)、他機関・他組織・地域への介入の課題(6項目)、の４つに
大きく分類し、合計29項目について事業所に回答を求めている。単純集計の結果は表2－6－2
に示す通りであるが、全体的にみて、29個のいずれの課題においても「難しい」あるいは
「困難」と認識している事業所が50％以上となっており、すべての課題に何らかの対応が必
要であるという結果であった。特に、利用者への介入に関する課題では、10課題中7課題で難
しいあるいは困難と認識している事業所が、8割を超えている。 
難しいあるいは困難と認識されている課題を割合の高い順にみてみると、「利用者の自立支
援(88.4％)」、「認知症のある利用者への関わり(87.9％)」、「利用者の尊厳の保持
(87.0％)」、「利用者の権利擁護(86.6％)」、「利用者のニーズの的確な理解(85.2％)」、
「利用者本人の意思確認(83.2％)」、「利用者と家族の考え方が異なるときの調整
(83.0％)」、そして「利用者のニーズに応じたプラン立案(81.6％)」の8項目で80％を超えて
おり、8項目中7項目が利用者への介入に関する課題という結果であった(表2－6－3)。居宅介
護支援事業所において居宅介護支援計画を作成する際に、最も基本的で重要な課題であり、
大変興味深い結果といえよう。 
上記項目の次に課題としての認識が高かった項目をみると、「後進の人材の指導・育成

(79.9％)」、「家族の心配・不安への対応(78.5％)」、「利用者からの苦情への対応
(78.0％)」、「家族の問題の的確な理解(76.7％)」、「利用者の個人情報保護や秘密保持
(76.5％)」、「スーパーバイザー的役割を果たす人材(76.4％)」、「サービス・契約などの
分かりやすい説明(75.5％)」、「家族の持っている力の把握(75.1％)」、「他機関・他組織
とのネットワークづくりが難しい(72.9％)」、「家族からの苦情への対応(72.0％)」、「リ
ーダーシップをとれる人材がいない(71.0％)」、「職員研修などの企画・実施(70.2％)」な
どが70％を超えている。概観すると、「家族への介入」と「機関・組織への介入」に分類さ
れる課題が続いていると言えよう。 
課題としての認識が低かった項目としては、「実習生・ボランティアの受入(54.7％)」、
「事業所の広報やPR(58.3％)」、「第三者評価の受審や評価結果への対応(64.6％)」などで
65％を下回るといった結果であり、「他機関・他組織・地域への介入」に分類される課題が
多く含まれていた。 
居宅介護支援事業所で「難しい」あるいは「困難」と認識されている課題をみてきたわけ

だが、社会福祉士が対応を期待されている課題は何なのであろうか。表2－6－5によって、社
会福祉士が対応を期待されている課題を割合の高い順に並べてみると、「利用者の権利擁護
への支援が難しい(87.3％)」、「利用者の尊厳の保持を目指した支援が難しい(84.0％)」、
「利用者の持つニーズを的確に理解するのが難しい(83.6％)」、「利用者本人の意思の確認
が難しい(82.6％)」、「利用者の自立支援を目指したサービスの提供が難しい(81.5％)」、
「家族の問題を的確に理解するのが難しい(81.0％)」、「他機関・他組織とのネットワーク
づくりが難しい(81.0％)」、「利用者からの苦情などに対応するのが困難である(80.2％)」、
「家族が持つ心配や不安への対応が難しい(80.0％)」という結果であった。やはり「利用者
への介入の課題」が上位を占めている。利用者への介入はもちろんであるが、家族状況の理
解やネットワークづくりといった、いわゆるソーシャルワーカーとしての機能・役割が期待
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されていることが分かる。また、すべての項目において社会福祉士へ期待する割合が60％以
上となっており、居宅介護支援事業所における社会福祉士への期待が高いと言えるのではな
いだろうか。 
 

 

（２ ）課題（ニーズ）の認識と 社会福祉士への期待 

Q2-1 貴事業所において、以下のような課題（ニーズ）をどの程度認識されていまか。   

 また、それらの課題（ニーズ）への対応を、社会福祉士にどの程度期待していますか。  

 

【2-6-2 課題の認識(ニーズ)】（％） 

居宅介護支援事業所（Ｎ＝273） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

認識して
いる計 
（Ａ） 

大いに
認識し
ている 

まあ
認識
して
いる 

認識して
いない計
（Ｂ） 

あまり
認識し
ていな
い 

まった
く認識
してい
ない 

利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 87.0 46.1 40.9 13.0 10.2 2.8
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 88.4 48.1 40.3 11.6 8.5 3.1
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 85.2 40.5 44.7 14.8 12.5 2.3
利用者のニーズに応じたプランの立案が難しい 81.6 37.5 44.1 18.4 14.8 3.5
利用者本人の意思の確認が難しい 83.2 35.9 47.3 16.8 15.2 1.6
認知症のある利用者へのかかわりが難しい 87.9 49.0 38.9 12.1 10.1 1.9
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 78.0 35.7 42.4 22.0 18.0 3.9
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 76.5 36.5 40.0 23.5 19.2 4.3
利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 86.6 46.2 40.3 13.4 10.3 3.2
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難である 75.5 28.1 47.4 24.5 20.9 3.6
ケアプランに対する家族の希望の確認が難しい 68.1 20.9 47.2 31.9 28.0 3.9
ケアプラン作成において、家族の協力を得るのが困難である 67.6 23.3 44.3 32.4 29.2 3.2
家族からの苦情などに対応するのが困難である 72.0 28.3 43.7 28.0 24.4 3.5
家族との関係づくりが困難である 69.4 25.5 43.9 30.6 27.5 3.1
家族の問題を的確に理解することが難しい 76.7 29.6 47.0 23.3 19.8 3.6
家族の持っている力を把握することが困難である 75.1 27.7 47.4 24.9 21.3 3.6
利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 83.0 41.9 41.1 17.0 15.0 2.0
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 78.5 29.9 48.6 21.5 18.3 3.2
リーダーシップをとれる人材がいない 71.0 31.7 39.3 29.0 25.4 3.6
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 76.4 38.6 37.8 23.6 19.7 3.9
後進の人材を指導・育成するのが困難である 79.9 36.6 43.3 20.1 15.7 4.3
事業所の年次計画などを立案することが困難である 68.5 26.4 42.1 31.5 26.4 5.1
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 70.2 24.3 45.9 29.8 25.1 4.7
最新の資源（サービス）の情報を入手するのが困難である 65.5 21.6 43.9 34.5 28.6 5.9
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 69.8 24.7 45.1 30.2 25.1 5.1
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 72.9 25.9 47.1 27.1 23.1 3.9
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 54.7 20.9 33.9 45.3 39.0 6.3
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 64.6 25.6 39.0 35.4 31.1 4.3
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 58.3 20.1 38.2 41.7 34.6 7.1

※無回答を除いて集計。 
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【2-6-3 課題の認識(ニーズ)：「認識している計」（Ａ）による並べ替え（再掲）】（％） 

居宅介護支援事業所（Ｎ＝273） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

認識し
ている
計 

（Ａ） 

大いに
認識し
ている 

まあ認
識して
いる 

認識して
いない計
（Ｂ） 

あまり
認識し
ていな
い 

まった
く認識
してい
ない 

利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 88.4 48.1 40.3 11.6 8.5 3.1 
認知症のある利用者へのかかわりが難しい 87.9 49.0 38.9 12.1 10.1 1.9 
利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 87.0 46.1 40.9 13.0 10.2 2.8 
利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 86.6 46.2 40.3 13.4 10.3 3.2 
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 85.2 40.5 44.7 14.8 12.5 2.3 
利用者本人の意思の確認が難しい 83.2 35.9 47.3 16.8 15.2 1.6 
利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 83.0 41.9 41.1 17.0 15.0 2.0 
利用者のニーズに応じたプランの立案が難しい 81.6 37.5 44.1 18.4 14.8 3.5 
後進の人材を指導・育成するのが困難である 79.9 36.6 43.3 20.1 15.7 4.3 
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 78.5 29.9 48.6 21.5 18.3 3.2 
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 78.0 35.7 42.4 22.0 18.0 3.9 
家族の問題を的確に理解することが難しい 76.7 29.6 47.0 23.3 19.8 3.6 
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 76.5 36.5 40.0 23.5 19.2 4.3 
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 76.4 38.6 37.8 23.6 19.7 3.9 
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難で
ある 75.5 28.1 47.4 24.5 20.9 3.6 
家族の持っている力を把握することが困難である 75.1 27.7 47.4 24.9 21.3 3.6 
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 72.9 25.9 47.1 27.1 23.1 3.9 
家族からの苦情などに対応するのが困難である 72.0 28.3 43.7 28.0 24.4 3.5 
リーダーシップをとれる人材がいない 71.0 31.7 39.3 29.0 25.4 3.6 
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 70.2 24.3 45.9 29.8 25.1 4.7 
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 69.8 24.7 45.1 30.2 25.1 5.1 
家族との関係づくりが困難である 69.4 25.5 43.9 30.6 27.5 3.1 
事業所の年次計画などを立案することが困難である 68.5 26.4 42.1 31.5 26.4 5.1 
ケアプランに対する家族の希望の確認が難しい 68.1 20.9 47.2 31.9 28.0 3.9 
ケアプラン作成において、家族の協力を得るのが困難である 67.6 23.3 44.3 32.4 29.2 3.2 
最新の資源（サービス）の情報を入手するのが困難である 65.5 21.6 43.9 34.5 28.6 5.9 
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 64.6 25.6 39.0 35.4 31.1 4.3 
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 58.3 20.1 38.2 41.7 34.6 7.1 
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 54.7 20.9 33.9 45.3 39.0 6.3 

※無回答を除いて集計。 

 

 

【2-6-4 社会福祉士への期待】（％） 

居宅介護支援事業所（Ｎ＝273） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

期待し
ている
計 

（Ａ） 

大いに
期待し
ている 

まあ期
待して
いる 

期待して
いない計
（Ｂ） 

あまり
期待し
ていな
い 

まった
く期待
してい
ない 

利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 84.0 43.0 40.9 16.0 12.7 3.4 
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 81.5 34.9 46.6 18.5 15.1 3.4 
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 83.6 36.1 47.5 16.4 13.4 2.9 
利用者のニーズに応じたプランの立案が難しい 79.7 30.8 48.9 20.3 16.5 3.8 
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利用者本人の意思の確認が難しい 82.6 34.3 48.3 17.4 14.0 3.4 
認知症のある利用者へのかかわりが難しい 79.9 35.9 44.0 20.1 16.2 3.8 
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 80.2 37.1 43.0 19.8 16.5 3.4 
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 79.7 40.5 39.2 20.3 16.9 3.4 
利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 87.3 59.5 27.8 12.7 9.7 3.0 
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難で
ある 77.5 31.8 45.8 22.5 19.1 3.4 
ケアプランに対する家族の希望の確認が難しい 72.8 25.5 47.2 27.2 24.3 3.0 
ケアプラン作成において、家族の協力を得るのが困難である 75.3 25.5 49.8 24.7 21.7 3.0 
家族からの苦情などに対応するのが困難である 78.0 32.6 45.3 22.0 19.1 3.0 
家族との関係づくりが困難である 76.4 29.5 46.8 23.6 20.3 3.4 
家族の問題を的確に理解することが難しい 81.0 33.8 47.3 19.0 16.0 3.0 
家族の持っている力を把握することが困難である 79.7 33.9 45.8 20.3 17.4 3.0 
利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 79.7 38.1 41.5 20.3 17.4 3.0 
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 80.0 34.9 45.1 20.0 16.6 3.4 
リーダーシップをとれる人材がいない 72.3 39.1 33.2 27.7 23.4 4.3 
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 78.0 42.8 35.2 22.0 17.8 4.2 
後進の人材を指導・育成するのが困難である 75.7 36.6 39.1 24.3 19.6 4.7 
事業所の年次計画などを立案することが困難である 66.2 24.1 42.2 33.8 27.0 6.8 
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 73.2 26.0 47.2 26.8 22.1 4.7 
最新の資源（サービス）の情報を入手するのが困難である 75.9 31.2 44.7 24.1 20.3 3.8 
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 77.5 38.1 39.4 22.5 18.2 4.2 
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 81.0 40.5 40.5 19.0 15.2 3.8 
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 64.4 22.0 42.4 35.6 29.7 5.9 
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 67.8 26.7 41.1 32.2 26.7 5.5 
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 63.3 21.1 42.2 36.7 29.5 7.2 

※無回答を除いて集計。 

 

 

【2-6-5 社会福祉士への期待：「期待している計」（Ａ）による並べ替え（再掲）】（％） 

居宅介護支援事業所（Ｎ＝273） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

期待して
いる計 
（Ａ） 

大いに
期待し
ている 

まあ期
待して
いる 

期待して
いない計
（Ｂ） 

あまり
期待し
ていな
い 

まった
く期待
してい
ない 

利用者の権利擁護（成年後見申立てなど）への支援が難しい 87.3 59.5 27.8 12.7 9.7 3.0 
利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 84.0 43.0 40.9 16.0 12.7 3.4 
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 83.6 36.1 47.5 16.4 13.4 2.9 
利用者本人の意思の確認が難しい 82.6 34.3 48.3 17.4 14.0 3.4 
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 81.5 34.9 46.6 18.5 15.1 3.4 
家族の問題を的確に理解することが難しい 81.0 33.8 47.3 19.0 16.0 3.0 
他機関・他組織とのネットワークづくりが難しい 81.0 40.5 40.5 19.0 15.2 3.8 
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 80.2 37.1 43.0 19.8 16.5 3.4 
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 80.0 34.9 45.1 20.0 16.6 3.4 
認知症のある利用者へのかかわりが難しい 79.9 35.9 44.0 20.1 16.2 3.8 
利用者のニーズに応じたプランの立案が難しい 79.7 30.8 48.9 20.3 16.5 3.8 
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 79.7 40.5 39.2 20.3 16.9 3.4 
家族の持っている力を把握することが困難である 79.7 33.9 45.8 20.3 17.4 3.0 
利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 79.7 38.1 41.5 20.3 17.4 3.0 
家族からの苦情などに対応するのが困難である 78.0 32.6 45.3 22.0 19.1 3.0 
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 78.0 42.8 35.2 22.0 17.8 4.2 
サービスや契約などの内容を利用者にわかりやすく説明するのが困難である 77.5 31.8 45.8 22.5 19.1 3.4 
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行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 77.5 38.1 39.4 22.5 18.2 4.2 
家族との関係づくりが困難である 76.4 29.5 46.8 23.6 20.3 3.4 
最新の資源（サービス）の情報を入手するのが困難である 75.9 31.2 44.7 24.1 20.3 3.8 
後進の人材を指導・育成するのが困難である 75.7 36.6 39.1 24.3 19.6 4.7 
ケアプラン作成において、家族の協力を得るのが困難である 75.3 25.5 49.8 24.7 21.7 3.0 
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 73.2 26.0 47.2 26.8 22.1 4.7 
ケアプランに対する家族の希望の確認が難しい 72.8 25.5 47.2 27.2 24.3 3.0 
リーダーシップをとれる人材がいない 72.3 39.1 33.2 27.7 23.4 4.3 
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 67.8 26.7 41.1 32.2 26.7 5.5 
事業所の年次計画などを立案することが困難である 66.2 24.1 42.2 33.8 27.0 6.8 
実習生やボランティアの受け入れへの対応が難しい 64.4 22.0 42.4 35.6 29.7 5.9 
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 63.3 21.1 42.2 36.7 29.5 7.2 

※無回答を除いて集計。 

 

 

３ ）現在解決を要する課題（ニーズ）（居宅介護支援事業所調査） 
○ あらゆる事項の課題認識はあり、取り組みを行っている 
○ 医療依存度の高い利用者の介護体制、ターミナルケアの体制 
○ 介護サービスの質の向上、人材確保、人件費の抑制 
○ 介護保険、医療保険事業以外での収益事業を実施すること、企業の社会的貢献の方策 
○ 介護保険事業者同士のスキルアップが難しい 
○ 介護保険で使える範囲が狭まり、インフォーマルサービスなどを探すことが課題 
○ 介護予防事業の開始により減収、採算がとれない 
○ 関係医療機関の医療ＳＷとのカンファレンス 
○ 虐待ケースの対応 
○ 救急医療が主業務の組織での介護保険制度の理解 
○ 緊急時や介護度の低下した時の対応を、支援する家族が居ない利用者 
○ ケアマネジメントが介護保険上の事務処理になってしまう傾向あり、ソーシャルワークを深めようとする姿勢に欠ける 
○ ケアマネの人材不足 
○ 県市町の担当者の発言が食い違うことがあり惑わされる 
○ 高齢や体調をくずしてＡＤＬが低下し、家族が在宅で続けて介護するのが難しくなり入所するケースが多い 
○ 財政が厳しい、経験の無い社会福祉士は即戦力で無いので採用は困難 
○ 在宅死率をあげていくため、地域の支援体制の整備と確立 
○ 支援事業所の自立とケアマネの給与体系、職員を募集しても集まらない 
○ 事業所の運営方法 
○ 社会福祉士としての専門知識の向上と有資格者に対する処遇の改善 
○ 職員の質の向上、利用者ニーズにあわせた的確な満足ある対応を目指した 
○ 職員不足 
○ 人員と報酬の問題 
○ 新規利用者の獲得 
○ 人材確保 
○ 人材確保の継続 
○ スーパーバイズできる人材の更なる能力の向上 
○ スタッフ間のチームプレイ 
○ 精神障害者への対応 
○ 制度改正に伴う収入の減少 
○ 制度見直しごとの活用法の理解、居宅管理者のリーダーシップが必要であること 
○ 即戦力の人材、コミュニティワークへの適応 
○ 対応困難ケースの対応 
○ 他のサービスや障害との連携によるホームヘルプサービス 
○ 独居など家族との連絡・支援が困難なケース 
○ 難病利用者に対して介護、医療、行政との兼ね合い、チームづくりが課題 
○ 認知症に対する本人と家族のニーズのずれがあるときの調整、本人の理解と同意を得ること 
○ 人手不足、ヘルパーの確保、責任者の人材育成 
○ プラン作成による収入は経験年数に関係なく一定のため、ベテランほど人件費がかさみ収支が厳しくなってしまう 
○ ヘルパー不足 
○ 包括センター、地域とのネットワーク作り 
○ 身寄りのない方の緊急時の対応、家探し、葬式の相談など 
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○ 利用者ニーズへの柔軟な対応、人件費をはじめとする経費の削減、経営は赤字です 
○ 利用者本位、他機関との連携を行っていくこと 
○ 若手の人材確保 
○ 記録の保存、個人の尊厳、主介護者と親族の意向 
○ 経営方針の徹底 
 

（３ ）社会福祉士の採用 

では、そうした社会福祉士への期待が高い居宅介護支援事業所において、職員採用に当た
って社会福祉士の採用をどの程度重視するのであろうか。結果は表2－6－6に示す通りで、
「大変重視する(9.9％)」、「ある程度重視する(53.8％)」であり、重視する事業所が63.7％
という結果であった。居宅介護支援事業所は、介護支援専門員資格が最も重視される事業所
であることを考えると、その中で社会福祉士を重視する事業所が６割以上あるという結果は、
非常に意味があると考えられる。 
ではさらに、居宅介護支援事業所で社会福祉士を採用する際に、どのような点を重視する

のであろうか。結果は表2－6－7に示した通りである。重視する割合が高い順にみると、「社
会福祉の援助技術（ソーシャルワーク）にかんする知識や理解(94.1％)」、「福祉現場で働
く人材としての倫理観・価値観など(93.3％)」、「社会福祉の制度や法令などにかんする知
識や理解(91.7％)」、「介護にかかわる知識や技術(83.3％)」、「社会福祉の機関・組織の
経営や運営などにかんする知識や理解(82.1％)」、そして「社会福祉の哲学・原理論などに
かんする知識や理解(74.9％)」という結果であった。利用高齢者や家族の状況を把握した上
で、課題(ニード)評価をし、課題解決のためにサービス活用につないでいく居宅介護支援事
業所において、ソーシャルワークの知識や福祉職としての倫理観・価値観、さらには社会福
祉制度や法令に関する知識といったものが、90％以上と極めて高く重視されていることが分
かった。 
最後に、居宅介護支援事業所で求められる社会福祉士像を自由記述で解答してもらった。

非常に多岐にわたる事柄が挙げられたが、特徴的なポイントをまとめると次の通りである。
まず、対利用者に関しては、利用者や家族と信頼関係が築けて円滑なコミュニケーションが
結べる。次に、対職員に関しては、協力・連携関係を築け、スタッフのスーパーバイズがで
きる。そして、対地域や他機関に関して、知識を有しネットワークを構築できる。さらに、
各種制度や法令に関する知識を有するとともに、専門職としての自覚・倫理観・対人援助技
術（ソーシャルワーク技術）を身につけていることを期待する声が多いという結果概要であ
った。 
 
（４ ）社会福祉士を採用する際の考え方 

Q2-3 貴事業所において、社会福祉士の採用をどの程度重視されますか。  

 

【2-6-6 社会福祉士を採用する際の考え方１（どの程度重視するか）】（％・Ｎ） 
大変重視する 9.9 （27） 
ある程度重視する 53.8（147） 
あまり重視しない 20.9 （57） 
ほとんど重視しない 11.4 （31） 
無回答 4.0 （11） 
全体 100.0（273） 
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Q2-4 貴事業所において、社会福祉士を採用する際には、以下の項目をどの程度重視されますか。 

 

【2-6-7 社会福祉士を採用する際の考え方２（重視する内容）】（％） 
居宅介護支援事業所（Ｎ＝273） 
    

質問項目 

重視す
る計
（Ａ） 

たいへ
ん重視
する 

ある程
度重視
する 

重視し
ない計
（Ｂ） 

あまり
重視し
ない 

ほとん
ど重視
しない 

社会福祉の哲学・原理論などにかんする知識や理解 74.9 27.1 47.8 25.1 19.9 5.2 
社会福祉の制度や法令などにかんする知識や理解 91.7 53.4 38.3 8.3 6.3 2.0 
社会福祉の援助技術（ソーシャルワーク）にかんする知識や理解 94.1 66.7 27.4 6.0 3.2 2.8 
社会福祉の機関・組織の経営や運営などにかんする知識や理解 82.1 36.5 45.6 17.9 13.9 4.0 
介護にかかわる知識や技術 83.3 33.7 49.6 16.7 13.9 2.8 
福祉現場で働く人材としての倫理観・価値観など 93.3 64.4 28.9 6.8 4.0 2.8 

※無回答を除いて集計。 

 
■社会福祉の採用を重視し ない理由（居宅介護支援事業所調査） 
○ 医療法人併設のため、医療・介護に重点を置いている 
○ 介護支援専門員のみの事業所だから 
○ 介護支援専門員の有資格者を優先 
○ 基礎資格は全員看護婦、大きな問題はなくやっている、相談先もどこに相談すればよいか理解できている 
○ 期待して採用したが、普通のケアマネと変らなかった、今後の足がかりとはならなかった 
○ 業務に必要な知識があれば支障がないため、資格はいらない 
○ 居宅介護支援事業所なので、ケアマネで足りる 
○ 居宅介護事業所では、社会福祉士よりも介護支援専門員の知識を重視するため 
○ ケアマネージャーが主体となっているため 
○ 現場での問題解決、質の向上に取り組んでいるため、社会福祉士は必要ない 
○ 資格の有無ではなく実務レベルで判断している 
○ 施設でないため 
○ 社会福祉士がなければ困るというようなケースはない 
○ 社会福祉士でなくても良いという程度、資格ではなく個人の資質 
○ 社会福祉士にはケアマネ職ではなくＭＳＷとしての仕事を望む 
○ 居宅支援事業に意欲的な方を採用するように心がけています 
○ 社会福祉士の特性を活用しきれない 
○ 小規模事業者なので社会福祉士の採用は考えたことはない 
○ 新規採用計画はないが、現職員に資格取得を促していきたい、将来の要となる人材を育成したい 
○ 人生においても、ナース・接骨師としても、当院において社会福祉士の資格は有効とは思えない、包括センター等で必要で
はないか？ 

○ 前採用者が、チームワークを理解していなかったので、当面は社会福祉士の採用は考えていません 
○ そこまでの規模でない 
○ なくても居宅の事業は可能 
○ 配置義務が無ければ必要はない 
○ 必要性を感じない、雇用できる程の収益がない 
○ 必要性を感じない 
○ 必要とするだけの仕事がない(２件) 
○ 訪問看護がメイン 
○ 訪問看護事業が主体のため、重視しない 
○ 訪問看護と居宅支援なので、看護師とケアマネで足りる 
○ 訪問サービスができないため 
○ 母体の病院の考え方による 
○ 本居宅介護支援事業所は、市社会福祉協議会が事業者であり事業所として社会福祉士の採用は考えていない、社会福祉士の
採用については社協で雇用する場合は資格取得者として考慮する 

○ 民間事業所なので 
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（５ ）採用し たい社会福祉士像（居宅介護支援事業所調査） 
○ 一般常識をもち他者と協調性がある人、社会資源を知っている人 
○ 色々、相談でき頼りになる人 
○ 援助技術があり医療に関しても知識のある方 
○ 介護保険制度外の制度や理論を活かして欲しいと思う 
○ 各種居宅サービスにおいて、表面的な取り組みではなく、エビデンスをもちそれぞれの事業の役割、目的を深めていくこと
クライエントに対して専門職として信頼を得ることのできる人材の確保 

○ 家族、利用者の対応がスムーズに出来る人、職員のリーダーシップが取れる人 
○ 行政との連絡、調整ができること 
○ 居宅介護では必要ない、病院における入退院と地域連携の場面で必要 
○ 経験を重視する 
○ 傾聴出来る人、面接を通じて援助できる人、他職種と協力できる人 
○ 規律正しい人、気配りのある人、マナーがある人 
○ 権利擁護、虐待に対応できる人、新制度への理解意欲のある人、地域の職域団体に入会するなど連携意識のある人 
○ 権利擁護、地域福祉、苦情解決研修が出来る方 
○ 個人情報保護や権利擁護などより専門的な知識や情報を収集し事業に的確に反映できる能力 
○ 困難事例や他職種との関係を築ける人 
○ サービスを受ける側に立ったときに自分も受けたいと思うサービスを提供出来る人 
○ 施設での業務が求められていると思います 
○ 社会人としての常識のある人、福祉に固執しない人 
○ 社会福祉士としての知識や理解が実際のソーシャルワークに活かされているか？ 倫理観や価値観など個人の資質や経験に
よる差が大きいように思う 

○ 社会福祉士の資格だけでは採用することはできません、介護支援専門員の資格も必要です、知識ばかりでなくフットワーク
の軽い人を求めます 

○ 社会福祉士の設置義務、制度上の加算など取り組みが必要ではないか？ 必要な職種だと思います 
○ 社会福祉全般について広い見識をもちスーパーバイズできる人材 
○ 柔軟、機敏、情熱のある人、コミュニティーワークのスキルと実践力を持つ人 
○ 将来的に幹部になれる職員 
○ スーパーバイズ的な教育をスタッフにしてもらいたい 
○ スーパーバイズできる人材 
○ 制度の移り変わりに対応しながら、地域福祉を熱意を持って推進できる人材、サービスの質、組織の向上、尊厳の保持、権
利擁護に意欲的な方 

○ 制度の把握と利用者理解のできる人 
○ 制度や法令等の知識 
○ 制度を理解し社会資源を認識し、利用者に介護保険の枠を越えてサービスの提供ができ生活を理解し支援出来る人、その考
え方を他のスタッフに伝えることが出来る人 

○ 専門職としての自覚と職業倫理を有し、利用者の話を傾聴し適切な説明と助言ができる人 
○ 専門知識を生かし、地域福祉や行政、利用者のパイプ役になれる人 
○ ソーシャルワーカー的な立場に立てる人 
○ ソーシャルワーカー的役割 
○ ソーシャルワークのプロ化と組織におけるナレッジマネージャーとして期待している 
○ 即戦力で協調性があり、地域の土地と人柄を認知している人 
○ 第三者の立場で意見できる、チームワークを作れる、理論としての援助、ボランティアの延長の感覚は望みません、理論化
されたプロ意識を期待する 

○ 対象の理解、介護の現場、現状を理解できる人 
○ 対人援助技術を身につけて、実習で在宅・施設を経験された方です 
○ 対人援助職として、面接技術を用い各ニーズの調整・交渉に優れた人材。対利用者のみでなく、職員間の調整もできる人材 
○ 対人援助力 
○ 地域包括のためには必要があるとのことのみ 
○ チームプレイのできる人、他職種・関係機関との連携を取れる人材 
○ 知識・技術は普通でよい人間性、協調性を重視 
○ 人として誠実に対応できる人 
○ 人として組織の一員として和をなしていける人、素直な方、感情の豊かな人、何とかしようと解決に向うだけでなく、共に
時間を共有しながら自己の理念、信念を伝えられる人、自己の生活管理ができる方 

○ 広く教養のある方 
○ ヘルパーの資格をもち社会福祉士であってほしい 
○ 包括支援センターの社会福祉士は多忙で十分な活動が行えていない、倫理観・価値観ある人材を求めます 
○ 豊富な知識と、老人、障害者等社会的弱者といわれる方の家族の思いを十分理解でき、ソーシャルワーカーとして、常に前
向きな姿勢を保持出来る人材 
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○ 法律や保険について社会情勢をよく知っている、積極的に何事も取り組める 
○ 法令に関する知識があり、倫理観がしっかりしている人物 
○ 法令用語に精通し、倫理観を持って連絡調整ができる人材 
○ 面接技術、地域とのネットワーク作りの得意な人 
○ リーダーとなり、ソーシャルワーク技術等でもっと職員の指導を行ってもらいたい 
○ 利用者、家族から信頼される人 
○ 利用者と円滑なコミュニケーションができること、聞くことができる人、高齢者や障害者や家族の心理が理解出来る人、資
格が生かされる人格のある人 

○ 利用者の立場にたち、他の職員の手本となるリーダー的人材を求める 
○ 利用者の理解、他職種との連携がとれる人 
○ 利用者理解と介護現場の理解のできる人 
○ 介護保険制度は利用に関して制限が多いので、それを理解し他職種との連携が取れる人、資格の上下意識の無い人 
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７ ．福祉用具事業所での雇用実態 

 

（１ ）職員数および社会福祉士取得者 

福祉用具事業所の職員の実態については、表2-7-1の通りである。本調査において回答のあ
った福祉用具事業所に従事する職員総数としては、1,359人であるが、まず、常勤・非常勤別
にみると、全職員の６割強が常勤職員であり、一方、非常勤職員は４割弱であった。専従・
兼務職員別にみると、専従職員が89.6％と、兼務職員に比べて圧倒的に多くなっていた。こ
の背景には、福祉用具事業所の経営主体が事業所全体の86.7％を営利法人が占めており（表
2-1-2）、他の調査対象事業所と比較しても突出している。また、福祉用具事業所は全体の
26.5％で訪問介護、14.2％で通所介護・通所リハビリを併設施設として持つが、他の調査対
象事業所と比較すれば単独での経営が52.2％と半数以上で群をぬいている（表2-1-4）。その
ため、福祉用具事業所は、業務の中心が福祉用具のレンタルや販売で、その営業活動を行う
職員が多いため、その業務の特性から、ほとんどが専従職員であると推測される。 
社会福祉士資格取得者の状況（表2-7-1）をみると、全職員のなかに占める社会福祉士資格

取得者の比率は、わずか1.0%と非常に低く、福祉用具事業所の雇用実態においては、社会福
祉士取得者は少ないとの結果であった。ただ、常勤職員数は非常勤職員数の1.6倍の雇用実態
であるが、常勤・非常勤別に社会福祉士資格取得者をみると、常勤職員が非常勤職員のおよ
そ2.5倍となっており、数ではわずかであるが常勤職員のほうが社会福祉士資格取得者の比率
が高くなっていた。しかし、各職種別にみると、社会福祉士資格取得者の比率が最も高かっ
たのは福祉住環境コーディネーター（3.2％）で、次いで福祉用具専門相談員(1.1％)となっ
ていた。一方で管理責任者は皆無であることがわかった。以上の結果、福祉用具事業所にお
いては、現時点では他の調査対象事業所と比較して、圧倒的に社会福祉士資格取得者が少な
いことがわかった。 
 

 

１ ）職員 

Q1-3 貴事業所の総職員数、下記の職位あるいは職種の職員数（兼務者含む）をお答え下さい。 

 また、社会福祉士の有資格者の人数もお答え下さい。      

 

【2-7-1 職員数】（％・人） 
福祉用具事業所（Ｎ＝113） 

全体 専従職員数 兼務職員数 合計 
社会福祉士 
資格取得者数 

常勤職員 84.7  (713) 15.3(129) 100.0  (842) 1.2(10)
総職員数 

非常勤職員 97.5  (504) 2.5 (13) 100.0  (517) 0.8 (4)
合計 89.6(1,217) 10.4(142) 100.0(1,359) 1.0(14)

管理責任者（施設長） 70.4   (69) 29.6 (29) 100.0   (98) 0.0 (0)
福祉用具専門相談員 73.6  (270) 26.4 (97) 100.0  (367) 1.1 (4)
福祉用具プランナー 86.4   (19) 13.6  (3) 100.0   (22) 0.0 (0)
福祉住環境コーディネーター 88.9   (56) 11.1  (7) 100.0   (63) 3.2 (2)
常勤職員の割合 58.6  (713) 90.8(129) 62.0  (842) 71.4(10)
非常勤職員の割合 41.4  (504) 9.2 (13) 38.0  (517) 28.6 (4)

合計 100.0(1,217) 100.0(142) 100.0(1,359) 100.0(14)
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２ ）社会福祉士の雇用ニーズ 

次に、福祉用具事業所における課題(ニーズ)の認識の程度をたずねた。本調査でたずねた
課題は、利用者への介入にかんする課題(11項目)、家族への介入にかんする課題(７項目)、
機関・組織への介入の課題(５項目)、他機関・他組織・地域への介入の課題(６項目)の４つ
に大きく分類し、合計29項目について事業所に回答を求めた。単純集計の結果は、表2-7-2の
通りであるが、全体としてみると、ほとんどの課題について「難しい」、あるいは「困難で
ある」と認識している事業所が全体の５割を超えており、すべての課題に何らかの対応が必
要であるという結果が浮かび上がった。 
個別の結果についてみると、「難しい」「困難である」と認識度が高い課題のトップ10の

うち（表2-7-3）、５つを利用者への介入にかんする課題の項目が占めることとなった。特に、
「認知症のある利用者へのかかわりが難しい（１位）」（77.1％）、「利用者の『尊厳の保
持』を目指したサービス提供が難しい（２位）」（75.3％）、「利用者の持つニーズを的確
に理解するのが困難である（３位）」（73.2％）、「利用者の『自立支援』を目指したサー
ビス提供が難しい（５位）」（70.4％）と認識している事業所はいずれも７割を超えている。
また、トップ10のうち、家族への介入にかんする課題の項目が３つあり、特に「家族の持っ
ている力を把握することが困難である（４位）」（70.8％）とする事業所が７割を超えてい
る。しかし、他の調査対象事業所の場合は、トップ６がいずれも８割以上となっており、福
祉用具事業所は他事業所より認識度が低くなっている。また、「尊厳の保持」にかんしてそ
の対応が難しいとする事業所は、他の調査対象事業所にも共通して上位に位置していたが、
「家族の持っている力を把握することが困難である」という課題の対応が難しいかについて
は、福祉用具事業者が４位と上位に位置しているが、他の事業所では13位より下位に位置し
ており、福祉用具事業所とは異なる結果となっていることがわかった。 
次に、上記の各課題への対応を、社会福祉士にどれくらい期待しているかをたずねた結果

は、表2-7-4 の通りである。社会福祉士に対応を期待している項目の上位（表2-7-5）は、
「認知症のある利用者へのかかわりが難しい（１位）」（72.7％）、「利用者の持つニーズ
を的確に理解するのが困難である（２位）」（70.8％）、「利用者と家族の考え方が異なる
ときにその調整をするのが困難である（３位）」（69.3％）であった。これらトップ３は、
他の調査対象事業所では必ずしも上位には位置しておらず、福祉用具事業所の特徴となって
いる。この結果は、福祉用具事業所の全職員のなかで社会福祉士資格取得者の比率はわずか
1.0％であるが、認知症高齢者の対応、利用者のニーズ把握および利用者と家族間の調整役に
おいて、他の職員では対応に困難な実態があると推測され、これらの対応にかんして専門的
教育を受けた社会福祉士に期待がかけられ、専門家としての社会福祉士にこれらの課題への
対応が求められていることが示されているとうかがわれる。福祉用具事業所では、福祉用具
のレンタル・販売において利用者および家族への対応を中心的に担う職員として、今後は、
社会福祉士資格をもつ者の数を増加させる必要があるのではなかろうか。その他、全体をみ
ても、ほとんど項目で社会福祉士に対応を期待していると回答している事業所が５割を超え
ており、社会福祉士の働きに対する期待が大きいことがうかがえた。 
なお、現在解決を要する課題(ニーズ)について自由回答で答えてもらったが、介護報酬の

減収や価格競争、販売先との関係など福祉用具の販売や売り上げにかんすること、福祉用具
納品後のアフターフォローなど福祉用具と利用者の適合にかんすることが述べられていた。 
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（２ ）課題（ニーズ）の認識と 社会福祉士への期待 

Q2-1 貴事業所において、以下のような課題（ニーズ）をどの程度認識されていまか。   

 また、それらの課題（ニーズ）への対応を、社会福祉士にどの程度期待していますか。  

 

【2-7-2 課題の認識(ニーズ)】（％） 
福祉用具事業所（Ｎ＝113） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

認識し
ている
計 

（Ａ） 

大いに認
識してい
る 

まあ認
識して
いる 

認識し
ていな
い計
（Ｂ） 

あまり
認識し
ていな
い 

まった
く認識
してい
ない 

利用者の「尊厳の保持」を目指した福祉用具の提供が難しい 75.3 30.9 44.3 24.7 23.7 1.0 
利用者の「自立支援」を目指した福祉用具の提供が難しい 70.4 30.6 39.8 29.6 27.6 2.0 
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 73.2 23.7 49.5 26.8 24.7 2.1 
利用者のニーズに応じた福祉用具の提案が難しい 67.3 27.6 39.8 32.7 28.6 4.1 
認知症のある利用者へのかかわりが難しい 77.1 45.8 31.3 22.9 21.9 1.0 
利用者からの依頼に即時に対応するのが困難である 61.9 20.6 41.2 38.1 28.9 9.3 
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 63.9 22.7 41.2 36.1 32.0 4.1 
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 61.9 21.6 40.2 38.1 30.9 7.2 
利用者が理解できるように福祉用具を説明するのが困難である 63.9 21.6 42.3 36.1 32.0 4.1 
家族が理解できるように福祉用具を説明するのが困難である 67.0 22.7 44.3 33.0 28.9 4.1 
福祉用具の搬入時期を、利用者の都合に合わせることが困難である 56.7 20.6 36.1 43.3 30.9 12.4 
納品後に利用者のニーズの変化に福祉用具を対応させていくのが困難で
ある 60.8 20.6 40.2 39.2 34.0 5.2 
家族からの苦情などに対応するのが困難である 58.8 18.6 40.2 41.2 34.0 7.2 
家族との関係づくりが困難である 62.9 17.5 45.4 37.1 32.0 5.2 
家族の持っている力を把握することが困難である 70.8 15.6 55.2 29.2 26.0 3.1 
利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 69.8 25.0 44.8 30.2 27.1 3.1 
家族が満足する福祉用具を提案するのが困難である 57.7 17.5 40.2 42.3 37.1 5.2 
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 68.0 18.6 49.5 32.0 28.9 3.1 
リーダーシップをとれる人材がいない 59.4 13.5 45.8 40.6 27.1 13.5 
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 63.9 17.5 46.4 36.1 24.7 11.3 
後進の人材を指導・育成することが困難である 66.0 20.6 45.4 34.0 24.7 9.3 
事業所の年次計画などを立案することが困難である 57.7 19.6 38.1 42.3 28.9 13.4 
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 57.7 17.5 40.2 42.3 30.9 11.3 
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 60.4 18.8 41.7 39.6 33.3 6.3 
ケアマネジャー（介護支援専門員）との連絡・調整が難しい 52.1 17.7 34.4 47.9 35.4 12.5 
的確な福祉用具選択をサポートしてもらえる他機関・他組織とのネット
ワークづくりが難しい 49.5 9.5 40.0 50.5 42.1 8.4 
福祉用具の最新の情報を入手するのが困難である 52.6 16.5 36.1 47.4 36.1 11.3 
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 51.0 17.7 33.3 49.0 45.8 3.1 
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 53.6 18.6 35.1 46.4 38.1 8.2 

※無回答を除いて集計。 
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【2-7-3 課題の認識(ニーズ)：「認識している計」（Ａ）による並べ替え（再掲）】（％） 
福祉用具事業所（Ｎ＝113） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

認識し
ている
計 

（Ａ） 

大い
に認
識し
てい
る 

まあ
認識
して
いる 

認識して
いない計
（Ｂ） 

あまり
認識し
ていな
い 

まった
く認識
してい
ない 

認知症のある利用者へのかかわりが難しい 77.1 45.8 31.3 22.9 21.9 1.0
利用者の「尊厳の保持」を目指したサービスの提供が難しい 75.3 30.9 44.3 24.7 23.7 1.0
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 73.2 23.7 49.5 26.8 24.7 2.1
家族の持っている力を把握することが困難である 70.8 15.6 55.2 29.2 26.0 3.1
利用者の「自立支援」を目指したサービスの提供が難しい 70.4 30.6 39.8 29.6 27.6 2.0
利用者と家族の考え方が異なるときにその調整をするのが困難である 69.8 25.0 44.8 30.2 27.1 3.1
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 68.0 18.6 49.5 32.0 28.9 3.1
利用者のニーズに応じた福祉用具の提案が難しい 67.3 27.6 39.8 32.7 28.6 4.1
家族が理解できるように福祉用具を説明するのが困難である 67.0 22.7 44.3 33.0 28.9 4.1
後進の人材を指導・育成することが困難である 66.0 20.6 45.4 34.0 24.7 9.3
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 63.9 22.7 41.2 36.1 32.0 4.1
利用者が理解できるように福祉用具を説明するのが困難である 63.9 21.6 42.3 36.1 32.0 4.1
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 63.9 17.5 46.4 36.1 24.7 11.3
家族との関係づくりが困難である 62.9 17.5 45.4 37.1 32.0 5.2
利用者からの依頼に即時に対応するのが困難である 61.9 20.6 41.2 38.1 28.9 9.3
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 61.9 21.6 40.2 38.1 30.9 7.2
納品後に利用者のニーズの変化に福祉用具を対応させていくのが困難である 60.8 20.6 40.2 39.2 34.0 5.2
行政や医療機関等の関係機関との連携・調整が難しい 60.4 18.8 41.7 39.6 33.3 6.3
リーダーシップをとれる人材がいない 59.4 13.5 45.8 40.6 27.1 13.5
家族からの苦情などに対応するのが困難である 58.8 18.6 40.2 41.2 34.0 7.2
家族が満足する福祉用具を提案するのが困難である 57.7 17.5 40.2 42.3 37.1 5.2
事業所の年次計画などを立案することが困難である 57.7 19.6 38.1 42.3 28.9 13.4
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 57.7 17.5 40.2 42.3 30.9 11.3
福祉用具の搬入時期を、利用者の都合に合わせることが困難である 56.7 20.6 36.1 43.3 30.9 12.4
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 53.6 18.6 35.1 46.4 38.1 8.2
福祉用具の最新の情報を入手するのが困難である 52.6 16.5 36.1 47.4 36.1 11.3
ケアマネージャー（介護支援専門員）との連携・調整が難しい 52.1 17.7 34.4 47.9 35.4 12.5
第三者評価や受審や評価結果への対応が難しい 51.0 17.7 33.3 49.0 45.8 3.1
的確な福祉用具選択をサポートしてもらえる他機関・他組織とのネットワーク
づくりが難しい 

49.5 9.5 40.0 50.5 42.1 8.4

※無回答を除いて集計。 

 

【2-7-4 社会福祉士への期待】（％） 
福祉用具事業所（Ｎ＝113） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

期待し
ている
計 

（Ａ） 

大い
に期
待し
てい
る 

まあ
期待
して
いる 

期待して
いない計
（Ｂ） 

あまり
期待し
ていな
い 

まった
く期待
してい
ない 

利用者の「尊厳の保持」を目指した福祉用具の提供が難しい 62.9 14.6 48.3 37.1 22.5 14.6
利用者の「自立支援」を目指した福祉用具の提供が難しい 62.9 16.9 46.1 37.1 22.5 14.6
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 70.8 19.1 51.7 29.2 16.9 12.4
利用者のニーズに応じた福祉用具の提案が難しい 65.6 15.6 50.0 34.4 21.1 13.3
認知症のある利用者へのかかわりが難しい 72.7 30.7 42.0 27.3 15.9 11.4
利用者からの依頼に即時に対応するのが困難である 60.7 13.5 47.2 39.3 27.0 12.4
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利用者からの苦情などに対応するのが困難である 64.0 20.2 43.8 36.0 21.3 14.6
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 65.2 24.7 40.4 34.8 21.3 13.5
利用者が理解できるように福祉用具を説明するのが困難である 60.7 10.1 50.6 39.3 23.6 15.7
家族が理解できるように福祉用具を説明するのが困難である 62.9 12.4 50.6 37.1 21.3 15.7
福祉用具の搬入時期を、利用者の都合に合わせることが困難である 55.1 11.2 43.8 44.9 25.8 19.1
納品後に利用者のニーズの変化に福祉用具を対応させていくのが困難である 56.8 14.8 42.0 43.2 27.3 15.9
家族からの苦情などに対応するのが困難である 63.6 17.0 46.6 36.4 22.7 13.6
家族との関係づくりが困難である 64.8 15.9 48.9 35.2 21.6 13.6
家族の持っている力を把握することが困難である 62.5 22.7 39.8 37.5 25.0 12.5
利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 69.3 26.1 43.2 30.7 18.2 12.5
家族が満足する福祉用具を提案するのが困難である 52.3 11.4 40.9 47.7 34.1 13.6
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 69.3 22.7 46.6 30.7 18.2 12.5
リーダーシップをとれる人材がいない 65.5 18.4 47.1 34.5 21.8 12.6
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 63.6 23.9 39.8 36.4 23.9 12.5
後進の人材を指導・育成することが困難である 67.8 18.4 49.4 32.2 19.5 12.6
事業所の年次計画などを立案することが困難である 50.0 12.5 37.5 50.0 34.1 15.9
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 56.8 19.3 37.5 43.2 30.7 12.5
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 64.8 20.5 44.3 35.2 21.6 13.6
ケアマネジャー（介護支援専門員）との連絡・調整が難しい 63.6 19.3 44.3 36.4 23.9 12.5
的確な福祉用具選択をサポートしてもらえる他機関・他組織とのネットワーク
づくりが難しい 58.6 16.1 42.5 41.4 27.6 13.8
福祉用具の最新の情報を入手するのが困難である 47.7 9.1 38.6 52.3 34.1 18.2
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 56.3 13.8 42.5 43.7 28.7 14.9
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 48.9 11.4 37.5 51.1 35.2 15.9

※無回答を除いて集計。 

 

 

【2-7-5 社会福祉士への期待：「期待している計」（Ａ）による並べ替え（再掲）】         

（％） 
福祉用具事業所（Ｎ＝113） 

    

質問項目（課題=ニーズ） 

期待し
ている
計 

（Ａ） 

大い
に期
待し
てい
る 

まあ
期待
して
いる 

期待して
いない計
（Ｂ） 

あまり
期待し
ていな
い 

まった
く期待
してい
ない 

認知症のある利用者へのかかわりが難しい 72.7 30.7 42.0 27.3 15.9 11.4
利用者の持つニーズを的確に理解するのが困難である 70.8 19.1 51.7 29.2 16.9 12.4
利用者と家族の考えが異なるときにその調整をするのが困難である 69.3 26.1 43.2 30.7 18.2 12.5
家族が持つ心配や不安への対応が難しい 69.3 22.7 46.6 30.7 18.2 12.5
後進の人材を指導・育成することが困難である 67.8 18.4 49.4 32.2 19.5 12.6
利用者のニーズに応じた福祉用具の提案が難しい 65.6 15.6 50.0 34.4 21.1 13.3
リーダーシップをとれる人材がいない 65.5 18.4 47.1 34.5 21.8 12.6
利用者の個人情報保護や秘密保持を徹底することが困難である 65.2 24.7 40.4 34.8 21.3 13.5
家族との関係づくりが困難である 64.8 15.9 48.9 35.2 21.6 13.6
行政や医療機関等の関係機関との連絡・調整が難しい 64.8 20.5 44.3 35.2 21.6 13.6
利用者からの苦情などに対応するのが困難である 64.0 20.2 43.8 36.0 21.3 14.6
家族からの苦情などに対応するのが困難である 63.6 17.0 46.6 36.4 22.7 13.6
スーパーバイザー的役割を果たす人材がいない 63.6 23.9 39.8 36.4 23.9 12.5
ケアマネジャー（介護支援専門員）との連絡・調整が難しい 63.6 19.3 44.3 36.4 23.9 12.5
利用者の「尊厳の保持」を目指した福祉用具の提供が難しい 62.9 14.6 48.3 37.1 22.5 14.6
利用者の「自立支援」を目指した福祉用具の提供が難しい 62.9 16.9 46.1 37.1 22.5 14.6
家族が理解できるように福祉用具を説明するのが困難である 62.9 12.4 50.6 37.1 21.3 15.7
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家族の持っている力を把握することが困難である 62.5 22.7 39.8 37.5 25.0 12.5
利用者からの依頼に即時に対応するのが困難である 60.7 13.5 47.2 39.3 27.0 12.4
利用者が理解できるように福祉用具を説明するのが困難である 60.7 10.1 50.6 39.3 23.6 15.7
的確な福祉用具選択をサポートしてもらえる他機関・他組織とのネットワーク
づくりが難しい 

58.6 16.1 42.5 41.4 27.6 13.8

納品後に利用者のニーズの変化に福祉用具を対応させていくのが困難である 56.8 14.8 42.0 43.2 27.3 15.9
職員の研修などを企画・実施するのが困難である 56.8 19.3 37.5 43.2 30.7 12.5
第三者評価の受審や評価結果への対応が難しい 56.3 13.8 42.5 43.7 28.7 14.9
福祉用具の搬入時期を、利用者の都合に合わせることが困難である 55.1 11.2 43.8 44.9 25.8 19.1
家族が満足する福祉用具を提案するのが困難である 52.3 11.4 40.9 47.7 34.1 13.6
事業所の年次計画などを立案することが困難である 50.0 12.5 37.5 50.0 34.1 15.9
事業所の広報やＰＲを行うのが困難である 48.9 11.4 37.5 51.1 35.2 15.9
福祉用具の最新の情報を入手するのが困難である 47.7 9.1 38.6 52.3 34.1 18.2

※無回答を除いて集計。 

 

 

３ ）現在解決を要する課題（ニーズ）（福祉用具事業所調査） 
○ 介護事業が円滑に実施できること 
○ 介護報酬の減収により、福祉用具は近い将来廃止の方向 
○ 価格競争が激しく、サービスを維持できない 
○ 価格競争が優先している現状 
○ 充実した教育体制と職員の自己覚知 
○ 体調別による車椅子の対応 
○ ニーズと利用できる制度との開きがある 
○ 納品後のアフターフォロー 
○ 病院、ケアハウスとの癒着があり、福祉用具の販売がしにくい 
○ 福祉用具の使用状況の確認 
○ 夜間対応の管理者が不在、応募者がいない 

 
（３ ）社会福祉士の採用 

社会福祉士をどの程度重視して採用するか（表2-7-6）という問に対して、「大変重視す
る」は2.7％、「ある程度重視する」は35.4％であり、重視すると肯定的に考えているのは、
４割に満たなかった。一方、「あまり重視しない」は28.3％、「ほとんど重視しない」は
22.1％で、重視しないと否定的に考えているのはほぼ半数であった。ただ、４割近くは採用
で社会福祉士を重視すると肯定的に考えているにもかかわらず、実際の採用は１％にとどま
っており、この差のギャップが非常に大きくなっている。 
なお、福祉用具事業所において、社会福祉士を採用する際に重視する点についてたずねて

みると、結果は表2-7-1の通りとなった。最も重視度が高い項目は、「社会福祉の援助技術
（ソーシャルワーク）にかんする知識や理解」と「介護にかかわる知識や技術」がともに
84.7％となっていた。他の調査対象事業所では、「福祉現場で働く人材としての倫理観･価値
観など」がいずれの事業所も90％以上もしくはその前後であり、かつ1位または２位に位置し
ているが、福祉用具事業所では83.5%で３位となっていた。また、他の事業所では「介護にか
かわる知識や技術」はいずれも最重視項目として社会福祉士を採用する際に重視しておらず、
福祉用具事業所の特徴となっている。この結果は、他の事業所にくらべ、福祉用具事業所に
は介護にかんする専門職が雇用されておらず、介護にかかわる知識や技術についても社会福
祉士に期待されていることがうかがえた。 
次に、社会福祉士の採用を重視しない事業所に対して、その理由を自由に記述してもらっ

た。その理由としてあげられていたのは、福祉用具事業所の経営規模が小規模であるため、



 - 63 -

社会福祉士を採用できないとするものが複数あった。また、制度上、福祉用具事業所には社
会福祉士の採用が求められておらず、採用する必要性がないとするものも複数あった。さら
に、介護支援専門員との連携がとれていれば、社会福祉士を採用する必要がないとするもの
も複数あった。以上の結果、福祉用具事業所では制度上、社会福祉士の配置が求められてお
らず、介護支援専門員との業務役割が重複しており、小規模経営のため、社会福祉士を採用
する必要が感じられていないとうかがわれた。 
最後に、福祉用具事業所で求める（採用したい）社会福祉士とはどのようなものか自由に

記述してもらった。結果、多様な社会福祉士像が自由記述であげられていたが、特徴的なも
のとして、利用者および家族との対応にかんして柔軟性をもって相談や提案ができる人、地
域住民とのかかわりをもてる人、計画的に業務および業務指導ができる人、危機管理・経
営・顧客満足をおこなえる人などがあげられていた。以上のことから、福祉用具事業所では
職員は少数で運営されており、それらの職員では対応できないものを専門職としての社会福
祉士に期待がかけられているとうかがわれた。 
 
（４ ）社会福祉士を採用する際の考え方 

Q2-3 貴事業所において、社会福祉士の採用をどの程度重視されますか。  

 

【2-7-6 社会福祉士を採用する際の考え方１（どの程度重視するか）】（％・Ｎ） 
大変重視する 2.7  （3） 
ある程度重視する 35.4 （40） 
あまり重視しない 28.3 （32） 
ほとんど重視しない 22.1 （25） 
無回答 11.5 （13） 
全体 100.0（113） 

 

Q2-4 貴事業所において、社会福祉士を採用する際には、以下の項目をどの程度重視されますか。 

 

【2-7-7 社会福祉士を採用する際の考え方２（重視する内容）】（％） 
福祉用具事業所（Ｎ＝113） 
    

質問項目 

重視す
る計
（Ａ） 

たいへ
ん重視
する 

ある程
度重視
する 

重視し
ない計
（Ｂ） 

あまり
重視し
ない 

ほとん
ど重視
しない 

社会福祉の哲学・原理論などにかんする知識や理解 60.0 9.4 50.6 40.0 30.6 9.4 
社会福祉の制度や法令などにかんする知識や理解 78.8 29.4 49.4 21.2 15.3 5.9 
社会福祉の援助技術（ソーシャルワーク）にかんする知識や理解 84.7 31.8 52.9 15.3 8.2 7.1 
社会福祉の機関・組織の経営や運営などにかんする知識や理解 69.0 15.5 53.6 31.0 23.8 7.1 
介護にかかわる知識や技術 84.7 40.0 44.7 15.3 9.4 5.9 
福祉現場で働く人材としての倫理観・価値観など 83.5 40.0 43.5 16.5 8.2 8.2 

※無回答を除いて集計。 

 

■社会福祉士の採用を重視し ない理由（福祉用具事業所調査） 
○ 介護用品のニーズがないから 
○ 規模的にも小さいので当事業所の能力に応じている 
○ ケアマネと連携できれば用が足りる 
○ 現在の職員で対応できている利用者数も少ない 
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○ 採用しても採算が取れない 
○ 資格制度が疑問だ、心の育成が必要 
○ 資格より人格を優先して採用は決定する 
○ 事業所を閉鎖する予定 
○ 社会福祉士としての位置づけ、役割がはっきりしていない 
○ 社会福祉士に介入してもらうほどの仕事はない 
○ 社会福祉士の給料が高いので採用できない 
○ 社会福祉士の資格・能力が分からない 
○ 社会福祉主事、ケアマネと業務上重なる部分が多い、社会福祉士でなければという環境になっていない 
○ 小規模、法改正のため採用できない 
○ 制度上社会福祉士の資格が必要ない 
○ 貸与事業としては選定相談者もしくは住環境コーディネーターを重視している 
○ 当事業所では資格がもったいない 
○ 必要資格以外の職種については人物重視のため 
○ 必要性が無い（３件） 
○ ヘルパーの賃金が上位に平準化することが重要事項である 

 
（５ ）採用し たい社会福祉士像（福祉用具事業所調査） 
○ 危機管理、経営、顧客満足を管理できる人 
○ ケアマネに知識・技術で負けない程度の能力発揮が出来る人が望ましい。対外的なセールスができる介護福祉士、ヘルパー
を教育できる人 

○ 計画的な業務及び業務指導ができる人材 
○ 個人差があるので難しい 
○ しっかりとした人間観、社会観をもち人格の優れた人 
○ 自分がこの仕事にかかわる理由を明確にもっている人を採用したい 
○ 制度・法令の理解、組織の方向づけ 
○ 積極性 
○ 地域住民との関わりをもってくれる人材 
○ 知識、理解力に優れ協調性のある人 
○ 知識だけにとらわれず、柔軟に幅広い業務をこなせる人物 
○ 知識にともなう行動力のある人材 
○ 知識理論偏重ではなく、現場の状況に即した対応を臨機応変にできる人 
○ 利用者、家族の立場にたって制度の有効活用を含め利用者が複数の選択をできるような具体的な提案や相談が幅広く対応で
きる方 

○ 利用者と心から接する人 
○ 利用者のサポートができる人 
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参考資料：調査票 

「訪問介護事業所」 
「通所介護事業所」 
「グループホーム」 

「居宅介護支援事業所」 
「福祉用具事業所」 













































 

 

＜介護保険の居宅サービスにおける社会福祉士雇用に関する委員会＞ 

 

役職 氏名 所属 

委員長 古川 孝順 東洋大学 

調査部会委員長 中谷 陽明 日本女子大学・社団法人日本社会福祉教育学校連盟事務局参与 

委 員 東條 光雅 駒澤大学・社団法人日本社会福祉士養成校協会事務局長 

委 員 石川 久展 ルーテル学院大学 

委 員 岡田 直人 大阪大谷大学 

委 員 渡辺 裕一 健康科学大学 

事務局 小森 敦 (社)日本社会福祉士養成校協会 

事務局 白男川 尚 (社)日本社会福祉士養成校協会 

事務局 浅野 彩 (社)日本社会福祉士養成校協会 

事務局 河野 紀子 (社)日本社会福祉士養成校協会 

 

 

 

＜懇談会開催日程＞ 

 

回 日時 場所 

第１回 平成18年7月31日（月）午後3時～ 四谷福祉会議室 

第２回 平成18年10月31日（火）午後6時～ 四谷福祉会議室 

第３回 平成18年12月12日（火）午後6時～ 四谷福祉会議室 

第４回 平成19年3月1日（木）午後6時～ 四谷福祉会議室 

第５回 平成19年3月29日（木）午後2時～ 四谷福祉会議室 

第１回調査部会 平成18年10月12日（木）午後5時～ 四谷福祉会議室 

第２回調査部会 平成18年11月28日（火）午後5時30分～ 四谷福祉会議室 

第３回調査部会 平成19年4月6日（土）午後4時～ 四谷福祉会議室 

ヒアリング 平成18年9月12日（火）午後1時30分～ 四谷福祉会議室 
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社団法人日本社会福祉士養成校協会 

〒160-0008 東京都新宿区三栄町８番地森山ビル東館305号 

電話：03-5369-2737 ファックス：03-5369-2572 

E-mail：info@jascsw.jp 

ホームページ：http://www.jascsw.jp 

 




